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奥州市議会全員協議会 会議録 
 

 

【日  時】 令和３年２月12日（金） 14:30～17:05 

【場  所】 ７階 委員会室 

【出席議員】 （26名） 

小野寺隆夫 佐藤郁夫 小野優 及川春樹 千葉和彦 高橋晋 小野寺満 高橋浩 

千葉康弘 瀨川貞清 千葉敦 廣野富男 及川佐 菅原圭子 菅原由和 飯坂一也 

髙橋政一 加藤清 阿部加代子 中西秀俊 菅原明 小野寺重 藤田慶則 今野裕文 

渡辺忠 及川善男 

【欠席議員】  なし 

【出             席             者】 小沢市長 及川副市長 新田副市長 千葉総務企画部長 

佐藤健康こども部長 菅野健康増進課長 伊藤健康増進課保健師長 

千田健康増進課課長補佐 

中田上下水道部長 佐々木経営課長 菊池下水道課長 及川経営課課長補佐 

二階堂政策企画課長 

佐賀福祉部長 高橋福祉課長 千田福祉課課長補佐 上村福祉課課長補佐 

瀬川議会事務局長 高橋議会事務局次長 千田議会事務局議事調査係長 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

【次  第】 

１ 開  会 

２ 挨  拶 

３ 協  議 

(1) 説明事項 

① 新型コロナウイルスワクチン接種対策チームの設置について 

② 市営浄化槽事業の地方公営企業法の適用について 

③ 奥州市国土強靭化地域計画（案）について 

④ 第３期奥州市地域福祉計画について 

⑤ 第６期奥州市障がい福祉計画及び第２期奥州市障がい児福祉計画について 

 (2) 報告事項 

   奥州金ケ崎行政事務組合議会定例会(2/5) 

４ そ の 他 

５ 閉  会 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

【概  要】 

１ 開会 

（佐藤郁夫副議長） 本会議の後のお疲れのところだと思いますが、ただいまから全員協議会を開

会いたします。議長より挨拶をいただきまして、協議事項以下は議長が進めますので、よろし

くお願いします。 

 

２ 挨拶 

（小野寺議長） 本会議は大変お疲れ様でございました。引き続きの全協でございますが、当局か

ら５項目にわたっての説明事項があります。よろしくお願いいたします。 
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それでは、市長からご挨拶をお願いします。 

（小沢市長） 改めて、先ほどの本議会におきましては、人事案件すべてを原案の通りご議決いた

だきまして誠にありがとうございました。また、本日、それ以外のご提案申し上げました49議

案につきましても、慎重審議の上、原案の通りご議決いただければというふうに思うところで

ございます。 

さて本日は、説明事項として、①から⑤ということで５件の内容について説明をさせていた

だきたいと思います。特に、一番最初に説明をいたします、新型コロナウイルスワクチンの対

策チームの設置。設置は最近でありますけど、すでに１月末から対応については部内において

かなり協議をした結果、本格接種となった際には速やかにできるように、より具体の対応をで

きるようなチームを作りたいということでございますが、何しろ国からの指示、県からの指示

等がまだ確定していないというような状況でありまして、我々も手探り状況の中で、ワクチン

の接種体制を決めていかなければならないということでございます。 

このような状況の中で、どのような変化があっても対応できるよう準備をして参りたいと考

えているところでございます。いずれ気になる点、或いはこの方がよろしいのではないかとい

うご提言等あれば、積極的にご発言をお願いいたしたいと思います。本日はどうぞよろしくお

願いいたします。 

 

３ 協議 

 (1) 説明事項 

  ① 新型コロナウイルスワクチン接種対策チームの設置について 

（小野寺議長） それでは早速協議に入らせていただきます。説明事項の①、新型コロナウイルス

ワクチン接種対策チームの設置について、当局から説明をお願いいたします。 

（小野寺議長） 佐藤健康こども部長。 

（佐藤健康こども部長） それでは、説明事項１件目の新型コロナウイルスワクチン接種対策チー

ムの設置について、現時点における奥州市の新型コロナウイルスワクチン接種体制のイメージ

というものをお示ししたいと思います。 

ワクチンにつきましては、本日、日本に届いたということで、これから順次、医療関係者等

に接種がされ、４月以降に高齢者、そして次の段階ということで、ほぼ全市民にワクチン接種

をしていただくということで考えておりまして、その対策チームを今般設置しましたので、そ

の部分について健康増進課長から、あと、今イメージしている接種体制については保健師長か

ら説明いたします。どうぞよろしくお願いします。 

（小野寺議長） 菅野健康増進課長。 

（菅野健康増進課長） 健康増進課の菅野でございます。私から、新型コロナウイルスワクチン接

種対策チームの設置についてご説明申し上げます。 

最初に１ページをご覧ください。新型コロナウイルスワクチン接種体制の確保に当たり、集

団接種の体制の検討、ワクチン管理、コールセンターの設置、予約管理など、多くの業務を円

滑に進める必要があります。ワクチン接種に係る業務を一元的に担い、市民のワクチン接種を

円滑かつ迅速に行うことを目的とし、健康こども部健康増進課内に新型コロナウイルスワクチ

ン接種対策チームを設置するものでございます。 

まず、名称についてですが、新型コロナウイルスワクチン接種対策チームであります。設置

年月日は、令和３年２月15日です。 

設置場所は、健康増進課内の執務室内に設置いたします。 

所掌事務は、(1)として、ワクチン接種に係るデータ検証。情報収集並びに関係機関との連

絡及び調整に関すること。(2)ワクチン接種体制の構築に関すること。(3)ワクチンの管理及び

健康危機管理に関すること。(4)接種券、予診票及び案内文書の作成に関すること。(5)ワクチ

ン接種の予約及びコールセンターの設置に関すること。(6)その他ワクチン接種に関し必要な

事項としております。 

職員体制についてであります。全体で32人体制とし、専任職員５人を配置。兼任職員を27人
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とします。健康増進課長をリーダーとし、リーダーの管理の下、専任職員５人が中心となりま

して業務を担います。また、兼任の健康増進課及び各総合支所と情報を共有することにより、

一朝有事の際に迅速に対応できる体制を組みます。ワクチン接種対策チームの組織図は、箱囲

みの図の通りとなっております。リーダーに健康増進課長、サブリーダーに保健師長と専任の

課長補佐級職員の２名体制です。メンバーに専任の主査級職員を２名、専任の主任、主事級の

職員を２名。兼任で健康増進課内の職員を21名、さらに各総合支所のグループ次長４名の体制

で年度内は進めます。なお、専任職員は組織図内に色付けしてございます。また、接種が本格

化する４月以降は、会計年度任用職員を加えて体制を強化いたします。 

次に、２ページをご覧ください。現時点における奥州市新型コロナウイルスワクチン接種体

制のイメージについてであります。この資料につきましては、保健師長からご説明申し上げま

す。 

（小野寺議長） 伊藤保健師長。 

（伊藤保健師長） 健康増進課の伊藤でございます。 

それでは、２ページの方ですけれども、現時点における奥州市の新型コロナウイルスワクチ

ン接種体制のイメージでございます。本市における新型コロナウイルスワクチン接種体制を構

築するに当たり、厚生労働省が先行事例として全国自治体に情報提供した身近な診療所での接

種を中心とする「練馬区モデル」を参考に検討を進める予定でございます。 

接種開始時期ですが、具体的な時期は未定でありますが、準備が整い次第、国が示す順位に

より接種を開始して参ります。接種順位です。今時点で示されている優先順位でございますが、

大量のワクチンが徐々に供給されてくるために、国が一定の接種順位を決めて接種を行うもの

です。現時点では次のような順位となる見込みであります。医療従事者等、奥州市内は約

3,500人を見込んでおります。高齢者、令和３年度中に65歳に達する方、約４万人。高齢者以

外で基礎疾患を有する方や高齢者施設等で従事されている方、約5,000人。16歳未満を除く、

それ以外の方、約５万3,000人となっております。接種場所につきましては、練馬区モデルを

参考にして、安心して接種できるかかりつけ医での個別接種を基本に、公共施設等での集団接

種も実施するなど、対象となる市民が円滑に接種できる体制を確保する必要があります。集団

接種については、高齢者等の会場までの交通手段を確保するため、送迎バス等の運行を想定し

ております。 

接種の予約についてですが、インターネット等を通じた予約システム及び電話によるコール

センターでの予約の受付を想定しております。奥州市の接種イメージとして、図で示しており

ます。国内倉庫から配送されてきたワクチンは、基幹型接種施設と書かれておりますが、すみ

ません、基幹ではなくて基本の誤りでございました。基本型接種施設にワクチンを保管します。

そこから、かかりつけ医等や集団接種の会場にワクチンを移送します。このワクチンの移送に

ついても、配送計画を作って、業者委託等を今のところ考えているところであります。そして、

高齢者と足の確保が難しい方の送迎も想定した状態で、これから検討して参ります。今、岩手

県医師会、郡市医師会で協議を進めているようですが、その情報もいただきながら、並行して、

今できる準備をこれからチーム内で検討して参りたいというふうに思っております。以上でご

ざいます。 

（小野寺議長） ただいま説明いただきました点について、ご質問等ありましたらお願いいたしま

す。１番、小野優議員。 

（小野優議員） １番、小野です。２点お伺いいたします。 

コールセンターについてなんですけども、これは、チーム内に、今のデスクに置くのか、外

部委託なのかという部分と、それから予約以外の問い合わせ等も、こちらすべてコールセン

ターで対応するのかという部分をお聞きいたしますし、他に、接種場所について、個別接種と

集団接種の併用とのことですけれども、その区分というのが現状、何か想定されているのかお

尋ねいたします。 

（小野寺議長） 伊藤保健師長。 

（伊藤保健師長） コールセンターは、事務室内ではなくて業者委託を考えております。そして、
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相談ですけれども、会場とか日時とか、そういった問い合わせについては、そのコールセン

ターで対応できるようにしたマニュアルを作りたいと思いますが、専門的な相談については、

県の役割となっておりますので、ワクチンに関するご相談だったり不安だったりというところ

は、そちらの専門のコールセンターをご案内するというふうな格好になるかと思います。 

それから、集団と個別の考え方ですけれども、これからの検討になりますけれども、おそら

く、かかりつけをお持ちの方は、かかりつけ医がこの接種医療機関となっていただける場合は、

そこでの接種を希望されるのではないかなというふうに思っております。以上です。 

（小野寺議長） 小野優議員。 

（小野優議員） コールセンターについてはわかりました。 

接種の部分もこれからということですけども、１つ心配しているのが、どのタイミングでと

いうところもあるのですが、公共施設を利用しますよといったときに、例えば、既存の大会等

とかの事業が入っている場合に、そこに対して優先的に場所を開けてくれという形でいくのか

というところが心配されましたし、もう１つは、秋にあるであろうと言われている衆議院選挙

がかぶって、その施設が使えないということがないことを祈るのですが、そういった場合の対

応というのも、これはこれから考えていく部分だと思いますけれども、その点の心配がありま

すというところをちょっとご検討いただければなというところでした。 

（小野寺議長） 伊藤保健師長。 

（伊藤保健師長） 会場の借上げ等はこれからになりますけれども、今想定しているのは、空き店

舗等があれば、そういったところも活用させていただきたいなと。あとは、地区センター等が

想定されますけれども、できるだけあまり他の団体さんのご迷惑にはならないようにはしたい

なと思いますけれども、何ともならないときは、本当にお願いをするしかないかなと思ってい

ました。いずれ、調整はこれからになります。 

（小野寺議長） 他に。19番、阿部加代子議員。 

（阿部加代子議員） 大変お疲れ様です。何点かお伺いしたいというふうに思います。まず、接種

の順番ですけれども、例えば、医療従事者の中で薬剤師さんとか、例えば病院事務に当たられ

ている方もそれに含まれるということになるのでしょうか。お伺いをいたします。 

それから、基礎疾患を有する方ということなのですが、それは、市では把握されていないと

思いますけれども、これは自己申告になるのでしょうか、お伺いをします。 

それから、かかりつけ医で個別接種ということになると思うのですが、その時にアレルギー

対応、アナフィラキシーに対する器具の挿管とか、そういうものも設置しなければならないと

いうふうに手引きではなっているようですけれども、そういう器具が取り扱えるのかっていう

ところが重要になってくると思うのですが、100万人に１人ぐらいのアレルギー反応かなとい

うふうに思っていますので、ほとんどないかとは思うのですけれども、もしもの時にかかりつ

け医さんの方でそういう対応もできるのか。また、アレルギー反応が出たときに、どこかの大

きな病院と連携して行うのかお伺いしたいというふうに思います。 

それから、送迎のところですけれども、バスの借上げ、またタクシー等もこの費用に入って

くるのか伺います。バスは大丈夫みたいですけれども、そんなにニーズが多くなければタク

シーということになるかと思いますが、その辺もお伺いしたいと思います。そうなると、例え

ばバスの運転手さんとか、そういう方も接種順位が上がってくるということになるのか、お伺

いをします。 

あと、同種類を１回目、２回目で、まず１回目の分しかわからないわけなのですけれども、

その同種類を打たなければならないというふうになっておりますけれども、その辺の確保のこ

とについては今後ということになるのでしょうか、お伺いします。 

（小野寺議長） 伊藤保健師長。 

（伊藤保健師長） 医療従事者の考え方ですが、薬剤師さんだったり、理学療法士さんだったり、

他の職種の方も対象とみなすというふうにはなっております。ただ、医師会さんの中でも、医

療従事者の中でも、さらに優先順位をまたつけているようですので、それに沿ってリストを挙

げておられるのかなというふうに思っております。 
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それから、基礎疾患についてですが、もちろん私たちはどの方が基礎疾患をお持ちになって

いるかわかりません。予診票を見てわかるようにしますというふうに国の通知では書かれてあ

りました。 

それから、かかりつけ医で接種した場合のアナフィラキシーの対応についてですが、そこも

医師会さんと協議をして、事前の対応等、準備を含めて医師会さんと協議をしていくことにな

ると思います。 

また、送迎についてですけれども、運転士さんの順位も上がってくるのかということですが、

予防接種を受ける方は、まず、元気な方という想定でありますので、コロナの患者さんではあ

りませんので、優先順位は、自分の順番が来た時にということになると思います。 

それから、同種類のワクチンを打たなければならないということで、その辺の体制について

も、医療機関さん、医師会さんとここも協議を詰めていかなければならないというふうに思っ

ております。 

それから、バスやタクシーでの移送ということですが、それらについても補助金の方で見込

みますというふうな内容でした。以上です。 

（小野寺議長） 他にございませんか。20番、中西秀俊議員。 

（中西秀俊議員） １点だけお伺いをいたします。接種イメージの中で、かかりつけ医等という部

分もありますし、今お話が出た送迎という部分で、移動診療車の活用もあるのでしょうか。そ

の辺を伺いたいと思います。 

なぜかというと、インフルエンザ予防接種の際も受けられる方が結構多くなっていると理解

しております。そうした中で、もしそういった対応があるとすれば、交通の面で助かる方もあ

るかなと思って質問させていただきました。 

（小野寺議長） 菅野健康増進課長。 

（菅野健康増進課長） 江刺地区内４地区に移動診療車を配車してございます。奥州病院さんへの

委託でお願いしておりまして、その辺、本当に中山間地の方々、高齢の方々が移動診療車でワ

クチン接種が打てるというふうになれば、移動手段も大分改善できるというふうに思います。

奥州病院さんと、あわせて接種ができるかどうかも含めて、今後検討して参りたいと思います。 

（小野寺議長） 他にございませんか。17番、高橋政一議員。 

（髙橋政一議員） ２点お伺いします。 

まさに２ページのところ。接種順位のところを見て、その人数なのですが、かなりの人数で、

８割がその接種を想定するとしても、かなり大変だなというふうに思います。１つ、(1)の医

療従事者、岩手県が実施となっていますが、これ県に全部任せていいのかどうか。要するに、

市町村が分担する部分もあるのではないかなと思うのですが、それがあるのであれば教えてい

ただきたいと思いますし、それから、県の説明の時に、連携型接種施設とかサテライト型接種

施設っていうような考え方もあったようですが、それらはみんなかかりつけ医等の部分に包含

されるのかどうかという部分をお聞きします。 

（小野寺議長） 伊藤保健師長。 

（伊藤保健師長） 役割分担としまして、医療従事者の分は県ということにはなっていますけれど

も、実際は一緒に動いております。連携型施設、サテライト型施設という呼び名がありますが、

連携型施設というのは、医療従事者に接種する際は連携型病院っていうふうに使い分けている

ようです。そして、住民に接種する時はサテライト型という、何故か呼び名を分けているよう

です。ですので、この図で示すかかりつけ医等っていうのがサテライト型。県の資料説明では、

サテライト型というふうにイメージしていただければよろしいかなと思います。この連携型を

担っていただきたい旨、お願いして回ったのですけれども、保健所さんと一緒に回らせていた

だいて、ご説明申し上げて、概ね理解をいただいたというようなところです。ですので、保健

所さんと県の方と一緒に今、動いております。以上です。 

（小野寺議長） 髙橋政一議員。 

（髙橋政一議員） 県と一緒に動いているということなのですけども、実際に、どこの医療従事者

の方々はどこの病院に行ってくださいとか、そういう部分は県の担当で、病院で医療関係者の
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方々が接種するときは、その病院の職員なり先生方が対応するということになるので、一定の

ところまでは県で、実際に接種の部分に関わる分については、市町村に変わるというふうに考

えていいのでしょうねというのが１つです。 

それから、わかりました。ただ、サテライト施設というか、やはりかかりつけ医等が、十分、

数的に確保できるかどうかという、そういう心配があるわけですけれども、可能な限りやるし

かないんだろうとは思いますけども、その辺のところは、現状からいってどう想定されている

のかお聞きしたいと思います。以上です。 

（小野寺議長） 伊藤保健師長。 

（伊藤保健師長） まず、医療従事者の接種についてですが、今、各医療機関で希望者を取りまと

めて、それを集約するというふうな段階まで来ていますけれども、そうすると、あと基本型と

連携型の施設、何曜日の何時から何時までは医療従事者を受け入れますよというふうなものに、

ここの病院はどこそこのクリニックの何人お願いしますっていうのは、振り分けも保健所さん

と一緒にやりましょうねということで今、話は進めておりました。それから、どのくらいサテ

ライト施設になっていただけるかということですが、正直なところ、今のところは何ともわか

らないです。ただ、医療従事者さんが先に接種しますので、大体イメージはつけていただける

のかなと。そこで判断していただくのかなというふうなイメージであります。実際、自分たち

が打ってみないとわからないっていうようなお話もいただいていますので、今できる準備は進

めていきたいと思いますが、どのくらいの医療機関さんが手を挙げてくださるかは不明です。

ですので、集団接種も組み合わせていくしかないというふうに思っておりました。以上です。 

（小野寺議長） 他にございませんか。13番、及川佐議員。 

（及川佐議員） コロナの検査との関係をお聞きしたいのですが。従来通りＰＣＲ検査を何曜日か

な、火・木かな、やっていますけれども、この集団接種の時も同じようにやるのかどうか。 

もう１つは、集団接種が危険なのは、発熱とか紛れ込んで、そういう方も含めてやってしま

うと、逆に集団なのでリスクが増えるのですよね。よほど前に問診か何かしておかないと、集

団接種も非常にリスクがありますので、検査の体制とこれから接種の問題、これをどのように

考えるのか、お聞きしたいと思います。 

それから、医療従事者はもう締め切ったと思うので、この数は、3,500人っていうのは、も

う確定した人数と、じゃないですか。これからもあるのですか。一応、今までもう締切りした

という話も聞いていますけれども、それも確認しておきたいと思います。 

それから、予約のことなのですが、おそらく市の方から案内書の文書を送ると思います。予

約は、どうもこれ見ると、電話か若しくはネットだと、こういう関係でよろしいのでしょうか。

そうなると、高齢者の場合、かなりネットが使えない方もいらっしゃる。例えば、４万人の時

は、１回に結構来るとなると、集中することが大いにあり得るので、この予約システムという

のはこれ、県がコントロールする、一旦県に行くのですかね、その把握をするのは。申込みを

或いは市がやるのですか。その予約システムだって、よほど容量がなかったりすると、もう電

話もそうですけど、パンクする。例えば、3,500人は大丈夫だけれども、４万人になってくる

と。特に危機感があるときは、非常に集中しますけれども、インターネットの予約システムで、

これはどういうシステムでやるのかよくわかりませんけれども、回線に結構負荷がかかる可能

性もあるのですが、その辺もあわせてお伺いいたします。 

（小野寺議長） 伊藤保健師長。 

（伊藤保健師長） 接種者の人数ですけれども、これはあくまでも対象でありまして、国は大体８

割を見込んでおりますので、この数が対象人口ですけれども、そこから８割を見込むというふ

うな計算で体制を組んでいくことになるかと思います。あとは、この医療従事者の3,500人とい

うのも対象者です。ここからまた希望者があがってきます。希望者、今何人になっているか、

ちょっとまとまっている数字を私はまだ把握しておりませんけれども、3,500人というのは対象

で、ここから希望を取るということになります。 

それから、予約の方ですけれども、電話とか集中するのではないかと。確かに、私もそのよ

うに考えます。ですので、曜日で区切っていく方法とか、いろいろあるのかなと。ここはこれ
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からチームで検討していきたいというふうに思っております。あとインターネットでの予約も、

Ｗｅｂ上での予約ということで業者さんからは説明を受けておりますけれども、何社か今、見

積もり取っておりますので、これから詳しい説明を聞きながら選定していくことになると思い

ます。 

（小野寺議長） 菅野健康増進課長。 

（菅野健康増進課長） それでは、コロナの発熱外来といいますか、ＰＣＲ検査の件でございます。

それにつきましては、新年度も、４月以降もこの胆江医療圏内で必要だという判断で続けて運

営していく予定にしております。 

現在は、今年度内は週２回実施しておりますけれども、その状況に合わせて、県内或いはこ

の胆江管内の陽性者の状況等にあわせて、回数につきましては、現時点で何回というのは、今

月中に医師会の先生方も含めて決定するという方向で調整してございます。 

あわせてコロナの検査、或いは集団接種会場での陽性者がいては困るのではないかというこ

とですけれども、現在の状況を見ますと、陽性者がいると、無症状者がいるというような状況

にはございません。熱のある方であったり、或いは問診も含めて、受付時の検査体制、受付で

熱を図るとか、そういったところをしっかりやりながら対応していきたい、運営していきたい

というふうに思ってございます。 

（小野寺議長） 佐藤健康こども部長。 

（佐藤健康こども部長） 補足でちょっと説明させていただきます。 

そういった無症状の陽性者が紛れ込む可能性があるのではないかという部分につきましては、

やっぱり医師会の方でも気にしておりまして、先生方の方で、一応そういった対応もいろいろ

考えながら、どういった対応をしていったらいいかという部分まで、今後、検討していきたい

というふうに考えております。 

（小野寺議長） 及川佐議員。 

（及川佐議員） 確かに今言ったように、熱があるだけで無症状者の場合、これはリスクがあるの

で、特に集団接種の場合、もっとリスクが増えるわけですよね。今言ったように、これは医者

と相談するしかないのですけども、よほど注意しないと。いつでも無症状者がいないという前

提は成り立たないので、注意して。部長のような考えであれば、もう少しそれも具体的に検討

していただきたい。これはお願いですね。 

それからもう１つ、予約システムです。これは市町村で勝手に、勝手にと言ったら悪いけど、

市から業者に委託して、奥州市だけで使える予約システムというふうに解釈してよろしいので

しょうか。或いは、県の方から具体的な指導なり、統一性の問題については提案されているの

でしょうか。確認いたします。 

（小野寺議長） 伊藤保健師長。 

（伊藤保健師長） コールセンターにつきましては、市町村ごとの業者委託ということになります。

委託しないところももしかしたらあるのかもしれませんけれども、大概、情報交換している中

では、コールセンター委託っていうことがどこの市町村でも出てきております。 

予約システムですが、それは市独自のものになります。 

（小野寺議長） 他にございませんか。 

＜ 「なし」との声あり ＞ 

それでは、①の新型コロナウイルスワクチン接種対策チームの設置については、以上とさせ

ていただきます。 

説明者入れ替えのため、暫時休憩します。 

 

  ② 市営浄化槽事業の地方公営企業法の適用について 

（小野寺議長） 再開いたします。続きまして、②の市営浄化槽事業の地方公営企業法の適用につ

いて、当局の説明をお願いします。中田上下水道部長。 

（中田上下水道部長） お疲れ様でございます。公共下水道事業、農業集落排水事業につきまして

は、令和２年４月１日から公営企業法を全適用としたところでございます。残る市営浄化槽事
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業につきましても同様に適用することとしましたので、詳細につきましては、担当課長の方か

ら説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。 

（小野寺議長） 佐々木経営課長。 

（佐々木経営課長） 経営課長の佐々木です。それでは、私の方から詳細について説明させていた

だきます。 

それでは、資料の方をご覧ください。まずは、奥州市の汚水処理事業に係る法適化の状況に

ついてです。奥州市では、令和２年度、昨年の４月から、公共下水道事業、厳密には公共下水

道事業と特定環境保全公共下水事業、下水道事業、そして農業集落排水事業について、地方公

営企業法を適用し、企業会計方式を導入しております。なお、この時点では、市営浄化槽事業

については、今後の事業のあり方を検討した上で判断するとして、一緒の法適化は見送ってお

ります。 

次に、浄化槽事業における法適化の必要性についてです。法適化の必要性については、３点

挙げられます。まずは、総務省からの要請があるという点です。平成27年に「公営企業会計の

適用の推進について」という通知があり、下水道と農集の法適化は、この通知に基づいたとこ

ろでありますが、その後、平成31年にイの「公営企業会計の適用の更なる推進について」とい

う通知が発出され、浄化槽事業の法適化が要請されました。具体的には、平成31年度から令和

５年度までを拡大集中取組期間とするもので、将来にわたり事業継続していく場合は、この拡

大集中取組期間内での法適化への移行を求められております。 

続いて、法適化によるメリットがあるという点です。これについては、下水、公共、農集の

法適化の際にもご説明したところでありますが、改めて説明いたしますと、大きくは４点です。

ア、イ、ウについては、公営企業会計方式を導入することで可能になるものですが、アは損益

情報、ストック情報を把握することができ、これにより適切な経営戦略を策定できるというも

の。イは、類似団体との経営状況の比較が可能になるというもの。ウは、経営に要する経費の

的確な原価計算により、適切な使用料を把握できるというものです。また、エとして、予算流

用などで弾力的な支出により、住民ニーズへの迅速な対応が可能となり、結果として市民サー

ビスの向上に繋がるというものであります。 

最後に、(3)の国庫補助金の活用の点です。今後、市営浄化槽事業の法適化が国庫補助金の

交付要件となる見込みであり、法適化することにより、補助金を活用しての効率的かつ安定的

な事業が可能になるというものです。 

続いて、奥州市の市営浄化槽事業の状況です。市が設置し、維持管理をしている浄化槽は、

令和２年３月末で2,783基を管理しております。 

次に、県内他市の市営浄化槽事業の法適化状況等について説明いたします。県内で奥州市同

様に市営浄化槽事業を行っている市は、盛岡、一関、二戸、花巻、八幡平、宮古の６市で、こ

のうち、盛岡、一関、二戸は、法適化しないことを決めています。盛岡は、管理基数が126機

と数が少ないことから、一般会計で管理を続けるというものです。一関と二戸は、管理基数は

約500基ですが、これらをすべて使用者に譲渡するとして、将来的に事業を廃止する見込みで

あるということから、法適化をしないというものです。花巻、八幡平は、いずれも今年度から

法適化済みで、宮古市については、事業を継続するため法適化を進める方向で検討中という状

況であります。 

次ページに移ります。これまで状況等を説明してきましたが、奥州市としての対応を検討し、

結論として、市営浄化槽事業の法適化適用が適当と判断しております。その理由としては、ま

ずは、国からの法適化の要請があること。そして、奥州市の現状を踏まえると、市営浄化槽の

維持管理を続けていく必要があるということです。事業を廃止するのであれば法適は不要とな

りますが、廃止するためには、令和５年度までに市が管理している浄化槽について、使用者全

員に譲渡或いは譲渡の同意を得る必要があります。しかし、奥州市の管理基数は2,783基と多

く、すべての譲渡は極めて困難であることから、市が維持管理を続けていく必要があると判断

したものであります。 

次に、奥州市の法定化にかかる基本方針について説明いたします。基本方針については、先
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ほど来からご説明しております通り、市営浄化槽事業について、地方公営企業法適用いたしま

す。なお、基本的な事項は、今年度から法適化しております下水道事業と同様に進めるもので、

(2)、(3)も下水道事業と同様です。法適化の範囲は、財務だけの一部適用ではなく、組織、職

員の身分等も含めた全部適用。管理者の設置については、管理者は設置せず、市長が管理者の

権限を行うということです。適用の開始日ですが、移行作業に時間を要するため、令和６年４

月１日からとします。また、移行作業に当たっては、上下水道部経営課内に浄化槽法適化準備

室を設置することとし、令和３年度から兼務体制で対応するものであります。 

最後に、法適化に向けた作業についてです。まず、スケジュールですが、移行作業の中心と

なる固定資産調査・評価を令和３年度と４年度に行います。また、令和４年度には、料金の見

直しも含めた財政シミュレーション、繰入金協議等、令和５年度には、条例等の制定及び改廃、

予算編成、システム改修等を行い、６年度から適用開始いたします。また、移行作業にかかる

主な経費ですが、１つは、固定資産調査及び評価業務で903万1,000円です。これについては、

新年度の浄化槽事業特別会計予算に計上しております。もう１つは財務会計システム改修業務

で、令和４年度、令和５年度の２か年で500万円を見込んでおります。なお、これらの経費に

かかる財源は、全額を公営企業会計適用債で充当する予定で、49％が交付税措置される見込み

であります。以上で説明を終わります。 

（小野寺議長） ただいま説明いただきました点について、ご質問等ありましたらお願いいたしま

す。７番、千葉康弘議員。 

（千葉康弘議員） ７番、千葉康弘です。 

市営浄化槽というのは、どこのことを言っているのかっていうのがわからなかったのですが、

これから国の補助を得るためには、やっていかなくちゃいけないってことはわかったのですけ

れども、これはどこのことが該当するかと。 

あと、多分これは下水と接続するためにやっていかなくちゃいけないのかなと思ったのです

けれども、そのような理解でいいのかっていうのがあります。 

次に、実際の持ち出しの分ですけれども、システム改修とか固定資産評価の部分で経費がか

かるということですけれども、それ以外に持ち出しみたいなのがあるのかどうかについてお尋

ねいたします。 

（小野寺議長） 中田上下水道部長。 

（中田上下水道部長） 市営浄化槽の設置範囲についてご説明申し上げます。いわゆる集合処理、

公共下水道とか農業集落排水というのは区域が定められていますが、そこを集合処理以外の部

分で水洗化したい方が利用できる制度でございます。だから、どこでも集合処理をやっていな

いところであれば選択できます。そのために、このような制度を設けて水洗化を普及している

ところでございます。 

（小野寺議長） 小沢市長。 

（小沢市長） 翻訳させていただきます。千葉議員のところには近くに農集が、一般公共下水があ

れば、そこは浄化槽をつけることないのですよ。ところが、こう見える山の奥の方に住んでい

て、100年たっても下水道が来ない。でも、俺は文化的な下水道で、おつりが来るようなのでな

くて、水洗にしたいというところがあったとすると、そこは独立した合併浄化槽をつけなきゃ

ならないっていうことになりますね。そういうふうな部分に住まわれて、我々とすれば、雑排

水とか汚水がガンガン流れる状況はよくないので、補助するから新しい家を建てるならば浄化

槽、合併の浄化槽を入れて、水洗化したらいかがですかという制度を持っていたわけです。 

今、ここのところで2,783基ほどあるのですけれども、ここのところは、将来にわたって農

集なり、公共の下水管が接続される場所ではないということなので、自前の、或いは市営の浄

化槽を設置して、水洗化をお願いしているという場所です。おわかりでしょうか。 

（小野寺議長） よろしいですか。佐々木経営課長。 

（佐々木経営課長） それでは、私の方から費用の件のお問い合わせありましたので、そちらにつ

いてお答えいたします。こちらに固定資産調査・評価、あとは財務システムの改修ということ

で、主にこの２点。前回の公共、農集の際もこの２点。それ以外は、あとは物品等の購入とか
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はありましたが、今回、そういったものがないので、いずれこの２点が持ち出し部分というふ

うに想定しております。以上です。 

（小野寺議長） 12番、廣野富男議員。 

（廣野富男議員） 12番、廣野富男です。大きく２点お伺いをいたします。 

設置数が2,700なそうですが、地域別でもし押さえておりましたらご紹介いただければとい

うふうに思います。それと２ページになるかと思いますが、５の②にただし書きがございまし

て、使用者全員に譲渡する或いは譲渡の同意を得ることが必須と。これは、本市の場合極めて

困難という、なぜ困難なのだろうかなというのがちょっと素朴に感じましたので、その点につ

いてお伺いいたします。 

（廣野富男議員） 菊池下水道課長。 

（菊池下水道課長） 私の方から、地域別の設置基数をお話いたします。水沢が、平成18年度から

開始いたしまして558基。江刺は、旧江刺時代の開始の平成17年度で945基。前沢は平成18年か

らの157基。胆沢が、旧胆沢町時代からの開始で、平成13年から始めまして951基。衣川は、平

成14年から、村からの始まりで172基。合計2,783基が令和元年度末で管理しております。 

（小野寺議長） 佐々木経営課長。 

（佐々木経営課長） では、私の方からは、譲渡が難しいということの考え方の部分についてご説

明いたします。実際に市民の方に確認したというものではありませんけれども、先行して動い

ておりました他市の中で、特に資料の方ですと、花巻市では、約1,300の管理基数があるような

のですけれども、花巻の方で、もともと全員に譲渡するという方針で住民説明を行ったところ、

同意が得られなかったということで、結果的に市の方で事業を続けるということで、２年度か

ら法適化をしているという情報を得ております。管理基数からいきますと、はるかに花巻より

多いという状況と、結果、１人残さず、いずれ譲渡をするということになりますので、なかな

か自分で管理するよりも、やはり市でやってもらった方がというような考え方をお持ちのよう

な方がいらっしゃるとなると、最後までゼロにはならないというふうに見ての判断でございま

した。以上です。 

（小野寺議長） 廣野富男議員。 

（廣野富男議員） そうしますと、こういう理解でいいのでしょうか。この合併浄化槽というのは、

個人の所有ではなくて、今、市の所有ということの位置付けになるのでしょうか。いずれその

辺、ちょっと教えてください。今後、この法適化によって、この事業については、未来永劫、

市が管理するといいますか、関わっていくという前提でもあるというふうに理解すればいいん

ですか。そこを伺って終わります。 

（小野寺議長） 中田上下水道部長。 

（中田上下水道部長） ただいまご質問にありました通り、この事業によって設置される浄化槽は

一応市のものでありまして、個人の土地をお借りして設置し、そして維持管理しているという

ものでございます。そこで、将来に向けての在り方でありますが、今申し上げた通り、基本的

には、市民サービスの一環として法適化して続けていくというところでありますが、いずれ今

の時点ですと、料金の方が維持管理費用に満たないとか、そこら辺の方はいろいろ様々検討し

て、一応、受益者負担の原則に基づいて料金の方もいろいろ調整させていただいて、事業を回

せるようには運営してはいかなければならないと思います。市の持ち出しが、今、結構あるも

のですから、そういったところはいずれ見直す方向で進めていく考えでございます。以上です。 

（小野寺議長） 他にございませんか。 

＜ 「なし」との声あり ＞ 

それでは、②の市営浄化槽事業の地方公営企業法の適用については、以上とさせていただき

ます。 

ここで、午後３時35分まで休憩します。 

 

③ 奥州市国土強靱化地域計画（案）について 

（小野寺議長） 再開いたします。続きまして③の奥州市国土強靱化地域計画案についてでござい



11 

 

ます。当局から説明をお願いいたします。千葉総務企画部長。 

（千葉総務企画部長） 国が進める国土強靱化の考え方に基づいて、本市においてもこの国土強靱

化地域計画（案）を策定いたしましたので、政策企画課長の二階堂よりご説明申し上げます。 

（小野寺議長） 二階堂政策企画課長。 

（二階堂政策企画課長） それでは、資料に基づいて説明させていただきます。まず、計画の目的

でございます。大規模自然災害等から人命財産を守り、被害を最小化する国土強靱化の市町村

の指針となるものであり、あらゆるリスクを想定し、主に発災前における平時の施策が対象と

なっております。リスクを特定し、そのリスクへの対応が対象となっている地域防災計画とは

違いがございます。 

２番の計画の概要でございます。平成25年12月、議員立法により、強くしなやかな国民生活

の実現を図るための防災減災等に資する国土強靱化基本法が公布、施行され、平成26年６月に

は、国の国土強靱化基本計画が作成されたところでございます。基本法第13条では、都道府県

及び市町村においても、国土強靱化地域計画を策定することができるということにされており

ます。 

３番の国の補助金交付金事業でございます。国では、地方自治体が国土強靱化地域計画に基

づき実施する取組みに対する補助金交付金の交付判断に当たり、予算の重点化、要件化、見え

る化、地方負担軽減を行うことにより、地域計画の策定、地域の国土強靱化の取組みを一層促

進するとの方針が示されております。つまり、ここで何を言わんとしているかと言いますと、

この矢印のところでございますが、計画が未策定の場合、国から令和３年度以降の補助金、交

付金が受けられない可能性がありますよということで、本年度までの策定を強く求められてい

るところでございます。 

４番の県内の策定状況でございますが、13市町村が策定済みとなっております。 

５、これまでの経過でございますが、部署横断的な計画となるため、政策企画課にて策定し、

各部署に提示して意見を聴取し、案としてまとめた結果でございます。 

６、今後の予定でございます。２月16日からのパブリックコメントを予定しております。最

終案は庁議に諮り、決定ということを想定しております。次のページをご覧いただければと思

います。 

地域防災計画と国土強靱化地域計画の違いについて、いろいろ書いておりますが、下の表の

内容の国土強靱化地域計画だけご説明いたします。強靱なまちとなるための平時からの取組み

を幅広く位置付けた、強さを備えたまちづくりの方向性を示す計画ということでございます。 

次の資料、カラーの資料になりますが、そちらをご覧いただければというふうに思います。

１番の計画策定の趣旨、位置付けでございますが、マルの１番、初めに冒頭で説明した通りで

ございます。マルの２番目でございますが、奥州市総合計画と整合、調和を図るということを

前提としております。３つ目のマルでございますが、計画期間は、令和３年度から８年度まで

の６か年ということにしたいと思っております。計画は、本編と別冊事業一覧による構成とし

まして、別冊の個別事業については、毎年度のローリング等により必要に応じて更新すること

としたいと思っております。 

２番の基本的な考え方でございます。これも掻い摘んででございますが、基本目標は、(1)

の人命の保護が最大限図られることなど４つ掲げております。それから、事前に備えるべき目

標ということで、大規模自然災害等が発生した時でも人命の保護が最大限図られるなど７つ用

意しております。そして、基本的な方針については、長期的な視点を持って災害に強い地域づ

くりを進めると。ハードを、それからソフトを適切に組み合わせて、平時にも有効に活用され

る対策となるよう取り組むという方針でございます。 

３番の地域特性と想定するリスクでございますが、地震、風水害に加えて、感染症などのリ

スクも設定をしております。 

４番、脆弱性評価でございますが、起きてはならない最悪の事態を想定し、それを回避する

ために何が不足しているのか、その評価を実施しております。 

５番の脆弱性評価結果に基づく対応方策でございますが、各種耐震化或いは管理体制の強化
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等々を掲げているところでございます。 

６番の計画の推進と進捗管理でございます。進捗状況については、ＰＤＣＡサイクルにより

行うと。総合計画に掲げられた目標指標と連動して設定した重要業績評価指標を検証して参る

という方向性でございます。 

その次のページにつきましては、計画の構成でございますけれども、事前に備えるべき目標

を７つ掲げておりまして、その右に行きますと、シナリオリスク、こういったケースが考えら

れるよというリスクを掲げております。右の方に行きまして、それに向けてどんな対応をとる

か、この重点施策について、例えば、住宅や公共施設等の耐震化という部分初め掲げておりま

して、それらをどう進めていくかについては、一番右端のＫＰＩ、これでローリングしていく

というような内容になります。 

概要については以上ですが、もう一つ資料をつけております。国土強靱化地域計画の本日現

在の案ということで、本編を付けております。この計画の内容については、踏み込んでお話し

ませんが、大ざっぱにお話しますと、この計画と称しておりますが、具体的に何をいつ取り組

むといった趣旨のものではなく、強靱な地域を作るために今、何が欠けていて、今後どうする

ことが必要であるか、こうあるべきといった内容を掲げたものでございます。これを受けて、

総合計画と同調しながら、別添の資料、事業の一覧に掲げるものの推進を検討していくという

ことになります。繰り返しになりますが、この計画がなければ、別添に掲げた事業に対して補

助金、交付金が措置されない可能性もあるということでございます。 

そして最後に、これ48ページまでありまして、その次に計画に基づき導入を予定している事

業、取組み等の一覧を掲げております。全部で35の事業、それからその内容と、それに呼応し

た活用できる交付金、補助金等を掲げております。これを見ますと、道路、水道、下水から保

育所等の整備まで含めた内容になっております。繰り返しなりますが、これを毎年ローリング

で見直し、必要な都度、新たにこの事業が必要だというふうになれば、またこれに加えていく、

見直していくということになります。以上でございます。 

（小野寺議長） ただいま説明いただきましたことについて、ご質問等ありましたらお願いいたし

ます。６番、高橋浩議員。 

（高橋浩議員） ６番、高橋浩です。これは国の補助金等の交付があるということですが、事業が

たくさんあるわけですけれども、例えば、奥州市に対しての最高の交付の限度額というものは、

制限とかはあるのでしょうか、お伺いいたします。 

（小野寺議長） 二階堂政策企画課長。 

（二階堂政策企画課長） この計画につきましては、先ほどお話しました通り全体を俯瞰したよう

な内容でございまして、この計画自体に課せられる限度額というのはございません。各事業35

とお話しましたけれども、この中で、総合計画に合致して必要だというものについては、可及

的速やかに進めるわけでございますけれども、その事業ごとの限度額というふうな考え方にな

ろうかというふうに思います。 

（小野寺議長） 高橋浩議員。 

（高橋浩議員） そうしますと、事業ごとに、例えばですけれども100億円の事業であったならば、

何割とかそういうような考え方でよろしいのでしょうか。 

（二階堂政策企画課長） 事業ごとに定める補助割合がございますので、それが上限というふうな

考え方でよろしいと思います。 

（小野寺議長） 他にございませんか。菅原由和議員。 

（菅原由和議員） 確認でございます。この計画は非常に多様な分野に跨る計画だというふうに捉

えておりますが、特に民間企業ですとか各種団体に協力を求めたり、或いは連携をさらに強化

していくといったような内容が多岐にわたってあるわけなんですけども、まずもって、この計

画の周知というものはどのようにされていくのか。そして、この計画を推進していくに当たっ

て、協議会或いは連携会議といったような推進組織の体制を作っていくお考えがあるのかどう

か、お伺いしたいと思います。 

（小野寺議長） 二階堂政策企画課長。 
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（二階堂政策企画課長） 議員おっしゃる通りでございまして、計画の随所に各種団体との連携、

住民との協力というふうな言葉が出て参ります。周知については、型通り市の媒体を使いまし

て周知するという計画を持っておりますが、２番目にご質問いただいた協議会或いは推進組織

の設置まで、そこまで今、考えが及んでございません。これにつきましては、今年度策定を義

務づけられているということは、さっきご説明いたしましたけれども、これを推進する上でど

うなるかということについては、来年度以降にこれを進めながら検討するということになろう

かと思います。 

（小野寺議長） 菅原由和議員。 

（菅原由和議員） ありがとうございました。各企業とか各種団体と連携強化をしていくといった

ことは、いざ災害が起きてからどうするかということではなくて、やっぱり平時、日常の中か

ら、市とそれから民間企業や団体との連携を強化していくと、こういったことが非常に大事な

ことなのではないのかなと思っています。 

防災計画とこの強靱計画の、そのすみ分けといったところもわかりませんけれども、やはり

何かしら民間企業との連携をしていくような場といったものを設置して、情報共有なり連携強

化、そして、ＰＤＣＡサイクルでまわしていくといったお話もありましたから、そういったも

のにも生かしていった方がいいのではないかというふうに思いますので、ぜひ今後、検討して

いただければと思います。 

（小野寺議長） 二階堂政策企画課長。 

（二階堂政策企画課長） ご意見ありがとうございます。これにつきましては、進めながらそう

いった必要性について検討して参りたいと思います。 

（小野寺議長） 他にございませんか。 

＜ 「なし」との声あり ＞ 

それでは、③の奥州市国土強靱化地域計画（案）については、以上とさせていただきます。

説明者入替えのため、暫時休憩します。 

 

④ 第３期奥州市地域福祉計画について 

（小野寺議長） 再開いたします。続きまして④の第３期奥州市地域福祉計画について、当局の説

明をお願いいたします。佐賀福祉部長。 

（佐賀福祉部長） それでは、私の方から冒頭、若干説明をさせていただきまして、詳細の説明に

ついては、この後、担当の課長から説明をさせていただきます。 

今日ご説明をいたします地域福祉計画につきましては、計画期間を令和３年度から７年度ま

での５年間とするもので、第３期の計画ということになります。昨年から策定作業を進めてき

たところでございますけども、その素案が取りまとまりましたことから、本日、議員の皆様に

ご説明をさせていただき、いろいろとご意見をいただければというふうに考えております。 

この地域福祉計画の策定と連携、並行した形で、社会福祉協議会さんの方におきましても、

次期計画となる第３次の地域福祉活動計画の策定を進めておりまして、２月22日から予定して

ございます市民説明会につきましても、社協さんの方と合同で当たるという予定にしてござい

ます。それぞれの計画の関係につきましては、市の地域福祉計画が地域福祉を推進する理念的

な計画であるのに対しまして、社協さんの方が策定します地域福祉活動計画は、市民活動や行

動などを定める活動計画としての位置付けとしているところでございます。これら２つの計画

を車の両輪といたしまして、市といたしましても地域福祉全体の推進を図っていきたいと考え

ているものでございます。これからご説明します第３期の地域福祉計画につきましては、基本

理念は、「共に支え合う、健康で安心して暮らせるまちづくり」としてございまして、これは、

今年度が最終年度となります現在の計画を継承した内容ということでございます。また、基本

施策につきましても、多くの項目で引き続き取り組んでいく内容が多くを占めているわけでご

ざいますけれども、平成28年に国が打ち出しました、誰もが役割を持ち、活躍できる地域共生

社会の実現に向けた法改正が前回計画以降に行われていることから、今回、この第３期の計画

から新たに盛り込まれるものが、大きくは２つございます。 
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１つは、包括的な支援体制、我が事・丸ごとでありますし、２つ目は、重層的支援体制の整

備という２項目でございます。このうち重層的支援体制につきましては、縦割り制度のはざま

にある複合的な課題、例えば、ひきこもり生活困窮などになりますけれども、これらを庁内連

携による分野を超えた相談ということで、包括的に受け止め、適切な支援を行うために相談、

参加、地域づくりという３つの重層的な支援体制を、市の組織のとして整備を進めるという内

容が今回、新しく計画に盛り込まれているという状況でございます。いずれ、これら新しい項

目も含め、この後説明をさせていただきますのでよろしくお願いいたします。 

（小野寺議長） 高橋福祉課長。 

（高橋福祉課長） 福祉課、高橋でございます。それでは、資料は二通りお示してございますけれ

ども、基本的には①の４枚ものの資料でご説明いたしますが、その前に、②の計画案の46ペー

ジものの計画案を一度ご覧いただきたいと思います。 

その中で最初の方のページですが、目次がございます。本計画は、第５章立ての計画となっ

てございますので、この個別にご説明するわけにいきませんけれども、この５章立てのご説明

をこれから申し上げますが、その中で、第１章が概要、第２章が現状ということで、数値的な

計画、現状でございます。第３章が基本的な考え方、第４章が施策の基本方向、第５章が重層

的支援体制の構築ということで、５章立ての内容を４枚ものでご説明させていただきます。 

それでは４枚ものの第３期地域福祉計画（案）の策定についてでございます。 

１、地域福祉計画策定とは。奥州市地域福祉計画は、社会福祉法第107条の規定に基づき、

市が策定する行政計画でございます。誰もが住みなれた地域の中で、互いに支え合いながら、

その人らしく安心して暮らせるコミュニティなどの地域福祉の仕組みづくりが求められていま

す。この仕組みをつくり、計画的に取組みを進めていくため、地域福祉計画を策定しています。 

２、他の計画との関係。地域福祉計画は、奥州市総合計画を上位計画とし、市の地域福祉を

推進するための施策展開の基本となるもので、地域福祉推進の理念、基本方針を定めるととも

に、地域住民、行政、関係団体等が、それぞれの役割に基づいて取り組むべき地域福祉分野に

関する活動の基本指針となるものです。 

第３期奥州市地域福祉計画は、他の福祉の各分野における共通的な事項を記載し、奥州市子

ども子育て支援事業計画、奥州市健康増進計画などの福祉分野の個別計画の上位計画として位

置付けられます。 

また、地域福祉計画が地域福祉を推進する理念計画であるのに対し、社会福祉協議会が策定

する地域福祉活動計画は、行政機関、市民などが協働で事業推進を行うための行動計画である

ことから、双方連携しながら地域福祉を推進します。 

３、計画期間。第３期奥州市地域福祉計画は、令和３年度から令和７年度までの５年間を計

画期間とします。社会福祉協議会が策定する地域福祉活動計画の計画期間と同じでございます。 

４、第２期計画の特徴。現在の第２期地域福祉計画（平成28年度～令和２年度）は、福祉の

まちづくりを推進するため、地域住民、行政、関係団体がそれぞれの役割を明確にし、共に支

え合う仕組みづくりの確立を目指す趣旨の計画でございます。 

５、新たな福祉課題。国が進める地方創生や一億総活躍社会に向けた取組みに、地域共生社

会の実現が掲げられています。地域共生社会とは、地域で生活する様々な状況や状態にある

人々が、すべて分け隔てなく暮らしていくことのできる社会を目指し、支え手と受け手に分か

れることなく、共に支え合い、誰もが役割を持ち、活躍できる社会が地域共生社会です。 

２ページをご覧ください。近年において、ひきこもり、社会的孤立、生活困窮、ダブルケア、

8050問題など、生活課題が複雑化、多様化しており、さらには、既存制度単独では解決困難な

制度のはざまのニーズの対応が課題となっています。 

６、改正社会福祉法の特徴。新たな福祉課題の解決のため、社会福祉法が改正され、平成29

年には包括的な支援体制（我が事・丸ごと）について、令和２年には重層的支援体制について

規定されました。 

第３期地域福祉計画は、平成29年と令和２年に改正された社会福祉法の改正内容を踏まえ、

次の２点の体制構築を核として、地域福祉を推進していきます。 
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包括的な支援体制（我が事・丸ごと）。支援を必要とする住民や世帯が抱える多様で複合的

な地域生活課題については、制度、分野ごとの縦割り、支え手や受け手の関係を超えて、地域

住民や地域の多様な主体が我が事として参加することが必要となります。 

また、地域生活課題の解決のためには、人と人、人と資源が世代や分野を越えて丸ごと繋が

り、住民一人一人の暮らしと生きがい、地域をともに作っていくことが必要となります。 

重層的支援体制。ひきこもり、社会的孤立、生活困窮、ダブルケア、8050問題などの制度の

はざまにある複合的な課題は、様々な要因から引き起こるもので、既存の制度だけでは解決が

難しい課題です。このような相談を、庁内連携による分野を超えた相談体制において包括的に

受け止め、継続的な伴走支援を行い、適切に支援していくため、次の３つの支援を一体的に行

う重層的支援体制を整備し、課題解決に向けて取り組みます。 

(1)相談支援。相談者の属性、世代、相談内容にかかわらず、包括的に相談を受け止め、相

談者の課題を整理し、利用可能な福祉サービスにつなげます。 

(2)参加支援。介護、障がい、子ども、生活困窮などの既存の社会参加に向けた支援では対

応できないニーズに対応するため、また、地域の社会資源などを活用して社会と繋がりを回復

するため、本人のニーズや課題などを丁寧に把握し、地域資源との間を取り持ち、本人世帯の

状況に寄り添った支援を実施します。 

(3)地域づくりに向けた支援。世代や属性を超えて交流できる場や居場所をつくることで、

地域社会からの孤立を防ぐとともに、地域における多世代の交流や、多様な活躍の場を確保し

ます。 

７、第３期地域福祉計画の概要。第３期計画の基本理念は、前期計画と同じ共に支え合う、

健康で安心して暮らせるまちづくりであり、地域の福祉の取組みについては、引き続き取り組

んでいくこととしています。さらに、生活課題が複雑化、複合化し、既存制度単独では解決困

難なはざまのニーズへの対応が課題となっていることから、分野の縦割りを超えた庁内連携や

関係機関が協働し、課題を解決するための体制づくり構築を加えております。 

制度、分野ごとの縦割りや支え手、受け手という関係を越えて、地域住民等が我が事として

参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて丸ごと繋がることで、住民一人一人の暮らし

と生きがい、地域をともにつくっていく地域共生社会の実現の推進を図るため、次の３つの基

本方針を掲げております。 

第１節を申し上げますが、これは、計画書の第４章にある第１節の意味でございます。第１

節は、福祉で、安心安全な地域づくり。第２節は、福祉を支える組織づくり人づくり。第３節

は、包括的な福祉サービス提供の仕組みづくりです。第１節と第２節は、第２期計画の取組み

を引き継いだ基本方針であり、第３節は、第３期計画の核となる包括的な支援体制（我が事・

丸ごと）と重層的な支援体制の構築について記載してございます。 

第１節の福祉で安心・安全な地域づくりは、様々な生活課題を抱える方が住みなれた地域で

安心して生活していくために、各分野の制度に応じた対応を進めることが必要ですが、生活課

題は、買い物、通院、除雪など多岐にわたり、すべての課題を各分野の制度だけで解決できる

わけではありません。地域生活課題を地域住民がみずからの課題として捉えることが必要であ

ることから、地域福祉活動の拠点は、住民に身近な圏域で交流を図ることができる地域の集会

所等を中心に据え、小地域ネットワーク事業を展開することで、地域住民が課題解決に向け取

り組む意識醸成を進めます。また、近年頻発している災害に対しては、平常時における見守り

体制、避難支援名簿の整備、避難支援者との連携強化を図り、地域の防災意識の向上と突然の

発災に対応できる避難支援体制の構築を目指します。 

第２節の福祉を支える組織づくり人づくりは、自家用車を持たない方など、交通手段に困難

を抱える方の支援については、地域セーフティネット会議の活用により、福祉ニーズを把握し

地域の状況に応じた移動支援を地域住民が中心となって検討いたします。多様で複合的な地域

生活課題に対応するためには、公的福祉サービスだけでは対応できない場合も考えられること

から、民間事業による新規事業の参入と制度の枠を超えた福祉サービスの担い手として、社会

福祉法人によるニーズに応じた福祉サービスの提供を推進していきます。また、地域福祉を発
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展させるためには、率先して地域生活課題の解決に向け取り組む担い手の確保と育成が必要で

あることから、福祉教育の充実、生き生きと活動できる環境整備を推進しながら、住民の福祉

的意識の醸成や、地域福祉を担う人材の確保と育成を推進します。 

第３節の包括的な福祉サービス提供の仕組みづくりには、重層的支援体制の整備は、この３

節に含まれております。成年後見制度の利用促進については、市町村基本計画を策定し、体制

づくりについては金ケ崎町と協働して広域で進め、判断能力や金銭管理に不安を持つ方が住み

なれた地域で安心して生活を送れるよう、関係機関と連携して支援します。 

多様で複合的な生活課題を抱える世帯の暮らしと仕事を包括的に支援していくために、部局

横断的な庁内連携体制を図り、課題解決に向けた方策を協議していきます。地域においては、

地域セーフティネット会議を中心に地域生活課題を情報共有し、生活課題を抱える世帯の早期

発見と見守り体制の充実強化を図ります。どこの窓口で受けても断らない相談窓口と、制度横

断的に課題解決を図る重層的相談支援を構築し、アウトリーチによる課題把握に努め、必要な

時に必要な支援が受けられる体制を作ります。 

８、第３期地域福祉計画推進の評価。地域福祉計画は理念計画であるため、端的な数値によ

る検証はできません。そこで、社会福祉協議会と協働し、福祉、地域、教育、産業経済、学識

経験者、市民公募などの委員から成る奥州市地域福祉推進市民会議を設置し、意見や提言をい

ただきながら、計画の評価を行って参ります。 

９、今後のスケジュールでございます。パブリックコメントを２月15日から３月５日まで募

集します。住民説明会は２月22日から５地域で実施します。パブリックコメントや住民説明会

で寄せられたご意見を基に、計画の最終案を作成しまして、３月中旬の策定委員会で審議いた

します。３月中に、第３期地域福祉計画の策定を完成する予定としてございます。以上でござ

います。 

（小野寺議長） ただいま説明いただきました点につきましてご質問等ありましたらお願いいたし

ます。12番、廣野富男議員。 

（廣野富男議員） 何点かお伺いいたします。前段の部長の説明で、今回の第３期の目玉といいま

すか、第２期から変わった部分っていうのは、重層的支援体制が新たに計画として載ったとい

う理解でいいのかどうかという確認をさせていただきます。この重層的支援体制は、相談支援、

参加支援、地域づくりに向けた支援というのがあるわけですが、今の制度のはざまにある様々

な問題、ちょっと私が気になったのは8050問題っていう、これらは、これからその実態を調査

して、この計画が考えているのは、これから５カ年の間に、このはざまのある諸問題の実態調

査をした上で、それぞれのセクションで、庁内であれば全庁的な取組みっていうことなんで

しょうけれども、地域については、セーフティネット会議の中で対応していくっていうのは、

今回の計画の中身だというふうに理解したんですが。もし間違っていたらば、訂正といいます

か、ご指導いただきたいと思います。 

（小野寺議長） 高橋福祉課長。 

（高橋福祉課長） 今回の計画の目玉は、資料の２ページにございますように包括的支援体制、我

が事・丸ごとという１点と、もう一つ、重層的支援体制ということで、大きく２つの中身でご

ざいます。包括的支援体制事業については、地域住民において、そういった生活課題を我が

事・丸ごとで考えていただきたいという旨が入ってございます。もう１点、重層的支援体制に

つきましては、今ご指摘いただいたように、行政における相談の体制を規定するものでござい

まして、現在、例えば、今ご指摘いただいたような8050の課題については、80ということで、

高齢者ということで長寿社会課なり、地域包括支援センターなりで対応する部分については、

80の課題は解決できるんですが、50の部分は、それに付随するものということで、なかなか制

度の大枠とすれば、対応するのにいろいろ段取りが必要だったりというような部分がございま

す。今回、この重層的支援体制を進めるに当たって、介護保険ではなくても、地域包括支援セ

ンターとかそういったところで、丸ごと受け止めて、その世帯における課題の解決に当たると

いう中身でございます。現在、この重層的支援体制の相談体制は、当市において現場では実際

やっていることでございますけれども、国の方の補助制度からすると、80ではない50の部分に
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ついては、実績としては除外しますよというような制度の縦割りがあったと。今回、この改正

社会福祉法によって、高齢者じゃない部分についても補助の積算の中に入れることができると

いうことで、新たな枠組みが示されたということから、現在やっている重層的な部分について、

より明確な相談を実施しようと、実現しようというものでございます。 

（廣野富男議員） ちょっと認識の違いがあったようですが、大体わかりました。そうしますと、

例えば、地域にある諸問題の対応については、こちらの包括的支援体制、我が事・丸ごととい

う中で対応していきましょうと。これは従来通りやっていくと。前にも聞いたんですが、これ

は、例えば対応していくときに、関係団体或いはまだリストアップされてない隠れ続ける問

題っていうのはあるわけですね。こういう問題っていうのは、表に出てこないもんですから、

そこら辺のそのニーズ調査っていうのはもう、これは完全に把握された上で、こういう計画で

進めるっていう理解でいいんでしょうか。特に8050、引きこもりによって80歳の高齢者が50歳

をずっと見なくちゃいけないっていうのは、なかなかこれ、家の中でお話できないことですか

ら、こういう問題っていうのは、十分行政で掌握され、或いは民生委員さんが掌握され、その

フォローを今もやっていると、或いは今後、地域の各種団体の協力をながら進めていくという

意味合いなのか、この困っているのかどうかということですが、理解いただけましたか。 

（小野寺議長） 高橋福祉課長。 

（高橋福祉課長） これは、奥州市内でどの程度の方が8050なりの課題を持っているのかというこ

とを総点検するというような趣旨ではございませんので、8050について自分の力で何とかした

いという方もいると思いますので、その全部が全部数字を出すっていうことが目的ではござい

ません。自分では大丈夫だと思っていても、やはりそれは何ともその解決が難しいっていうこ

との認識をしていただきたいというような取組みは、今後進めたいと思いますけれども、その

数字をあげるという意味ではございませんということでございます。 

（小野寺議長） 27番、及川善男議員。 

（及川善男議員） 先ほどの課長の説明では、これは理念計画だということだったんですが、市民

が求めているのは、それもあるんですけども、具体的な場面に直面した時の回答を求めている

んだと私は思うんです。例えば、我々が相談を受けても、8050についても具体的にあるわけで

すよね。この福祉計画では、それらに対する回答があるのかどうか。市民が求めているのは、

一番はそこではないかなと思うんですが、その辺のところは、社会福祉協議会の活動計画とあ

わせてみれば、具体的に解決されて出てくるのですか、そういう計画ですか。そういう市民が

求める計画が、私は必要ではないかと思うんですが、いかがでしょう。 

（小野寺議長） 高橋福祉課長。 

（高橋福祉課長） こういった手法をすれば解決できるよというものが盛り込めれば一番いいと思

います。実は、そういったものはなかなか、その世帯によって対応方針が違うことから、一概

には記載できておりません。そのため、この計画にもございますけれども、伴走支援というこ

とで、まずは寄り添って、常に相談を、身近にいるというような取組みをするというような中

で、認識を新たにしていただくといいますか、相談に常に寄り添っていくというような考え方

が盛り込まれているものでございます。引きこもりの方に出て来いと申し上げるわけにもいき

ませんし、そこは粘り強く状況を注視しながら、必要なタイミングに具体的な提案をするとい

うことを、伴走支援で息の長い支援を行っていく中で、その人に合った解決策を生み出してい

きたいというような計画となってございます。 

（小野寺議長） 19番、阿部加代子議員。 

（阿部加代子議員） この地域福祉計画なんですけれども、とにかく地域福祉ですので、住民の

方々の参加が大変重要になって参ります。地域での支え合いというところが必要かというふう

に思いますけれども、この計画を立てる時に、地域住民の方々をどのように巻き込んでこの計

画を立てられたのか、お伺いをしたいというふうに思います。評価の部分では、福祉、地域、

教育、産業経済、学識経験者、市民公募などの委員からなる市民会議を作って評価はするとい

うことになっておりますけれども、やはり計画の段階からも、地域住民の方々市民の方々に

しっかり入っていただいて計画を作るというところが必要かなと思いますが、どのように巻き
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込んでいらしたのか、お伺いをしたいというふうに思います。 

それから、３ページ目のところなんですけれども、頻発する災害に対してというところなん

ですが、平常時における見守り体制、避難支援名簿ってあるんですけれども、この辺は、避難

支援者の名簿でしょうか。要支援の方々の名簿、それとも支援する側の名簿ということになる

のかお伺いをしたいというふうに思います。 

（小野寺議長） 高橋福祉課長。 

（高橋福祉課長） お答えいたします。住民の参画をどのようにこの計画策定で行ったかというこ

とでございます。この４ページの８番に書いてある、奥州市地域福祉市民会議については、現

在も設置している組織でございまして、第２期計画における毎年度の評価、ご意見をいただい

てございます。その市民会議の委員の皆様を、今回、策定委員ということで委嘱を申し上げて、

２期の実施を踏まえた第３期に向けたご提言をいただくというような、そういった構造をして

ございます。また、毎年度、地域福祉懇談会ということで、社会福祉協議会と合同で地域にお

ける福祉課題のご意見を聞く場ということを開催してございまして、その中でも様々なご意見

をいただいてございますので、それをこの計画の中でどう解決するのかというような視点で策

定してございます。ただ、今年度に限ってはコロナということで、福祉懇談会自体は、実施は

かないませんでしたが、過去において実施してございますので、そういった意見を踏まえた計

画策定を行ってございます。あと、２点目の避難支援名簿と記載してございますけれども、正

しくは避難行動要支援者の名簿ということで、表記が適切でなかったと思いますので、お詫び

して訂正したいと思います。 

（小野寺議長） 他にございませんか。それでは、④の第３期奥州市地域福祉計画については以上

とさせていただきます。説明者、一部変更のため、暫時休憩します。 

 

  ⑤ 第６期奥州市障がい福祉計画及び第２期奥州市障がい児福祉計画について 

（小野寺議長） 再開いたします。続きまして、⑤でございます。第６期奥州市障がい福祉計画及

び第２期奥州市障がい児福祉計画について、担当の方からご説明お願いいたします。佐賀福祉

部長。 

（佐賀福祉部長） 先ほど同様、冒頭、私の方から簡単に説明をさせていただきまして担当課長よ

り、そのあと詳細について説明をさせていただきます。これからご説明を申し上げます障がい

福祉計画及び障がい児福祉計画につきましては、それぞれ令和３年度から５年度までの３年間

を計画期間とする計画ということになります。障がいの方々の計画につきましては、障がい者

福祉施策の基本計画でございます障がい者計画と、その障がい者計画の実行、実施するための

体制整備、見込み量を定める障がい者、障がい児の福祉計画の３つの計画で構成をされている

ものでございます。今日ご説明するのは、その実施計画の部分に当たります。障がい児の福祉

計画ということになります。なお、基本計画でございます障がい者計画につきましては、現在、

第２期の計画が進行中ということで、こちらは、平成30年度から令和７年度までの８年間の計

画期間の計画ということになっておりますので、今回、新しく策定をするというのは、実施計

画部分ということになりますのでよろしくお願いをします。 

素案の策定につきましては、昨年から市の地域自立支援協議会と同協議会の専門部会を中心

に協議、検討を行ってきたところでございます。主に専門部会の方からいろいろと積み上げる

形で、最終的には案を作成したという状況でございます。素案の内容につきましては、今年度

が最終年度となります現在の計画の評価を踏まえるとともに、昨年、厚労省より示されました

改正指針に基づいた目標や、地域支援事業の見込みなどについて盛り込んだ内容ということに

なってございます。 

また、現行の計画におきまして達成できなかった項目等があるわけでございますけれども、

それらについては、継続して取り組む内容を多く含んでいるという状況でございます。担当と

いたしましては、現計画で達成できなかった項目等について、十分に分析等を行って次期計画、

今日ご説明します計画の期間内において、取組みを強化して参りたいというふうに考えている

ところでございます。この後、ご説明をさせていただきますが、議員の皆様からのいろいろな
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角度のご意見等を頂戴できればということで、よろしくお願いをいたします。それでは、担当

課長より説明をさせます。 

（小野寺議長） 高橋福祉課長。 

（高橋福祉課長） それでは、資料に基づいてご説明いたしますが、②の計画素案の目次をご覧い

ただきたいと思いますが、本計画については、３章立てとなってございまして、第１章が計画

の概要、第２章が第５期計画の実績、第３章が、新しく定める第６期計画の目標というような

構成となってございますので、この構成に基づきまして４枚ものの資料の方で、ご説明させて

いただきます。 

それでは、第６期奥州市障がい福祉計画及び第２期奥州市障がい児福祉計画の策定について

でございます。１、概要。本市では、障がい者のための施策に関する基本的計画である奥州市

障がい者計画、その計画を実行するための具体的な福祉サービス提供体制の整備や見込み量に

ついて定めた奥州市障がい福祉計画及び奥州市障がい児福祉計画の３つの計画を一体のものと

して策定し、計画的な障がい者施策の推進を図っております。ご覧のように障がい者計画の中

の一部として障がい福祉計画と障がい児福祉計画を位置付けた構成となってございます。 

２、計画期間。障がい者計画は、市における中長期的な施策の方向を定めるのに対し、市障

がい福祉計画及び市障がい児福祉計画は、国の基本指針を踏まえた計画であり、３年ごとに見

直しが行われております。この度、令和２年度で計画期間が終了することから、令和３年度か

ら５年度までの３年間を期間とした地域計画の策定を進めております。 

２ページ目をご覧ください。３、第５期障がい福祉計画及び第１期障がい児福祉計画の実績

についてでございます。成果目標については、一部達成できない項目もありましたが、障がい

福祉サービス等の見込み量の達成にあっては、計画の範囲内で概ね順調に推移いたしました。

地域生活支援事業は、新型コロナウイルス感染症の影響で、令和２年度に予定されていた日中

活動の多くが縮小、中止となっていたため、低い達成状況となっております。 

(1)、成果目標に対する達成状況でございます。 

まず、①福祉施設入所者の地域生活への移行でございます。こちらは達成という評価でござ

います。平成28年度末時点における施設入所者の1.5％以上、つまり３人が、令和２年度末ま

でに地域生活へ移行するという目標でございますが、こちらについては、６人が移行したこと

により目標を達成しました。 

②精神障がい者にも対応した地域包括ケアシステムの構築、こちらは未達成です。令和２年

度末までにすべての市町村ごとに保健医療福祉関係者による協議の場を設置する目標は、未設

置ということで達成できない見込みでございます。 

③地域生活支援拠点等の整備、こちらも未達成です。令和２年度末までに障がい者の地域で

の生活を支援する拠点等を少なくとも１つ整備するとの目標は、達成できない見込みです。ち

なみに第５期の計画期間中における県内市町村における設置実績は、無い見込みでございます。 

④福祉施設から一般就労への移行。こちらは達成でございます。令和２年度中の施設利用か

ら一般就労への移行者については、平成28年度実績の1.3倍以上、つまり４人ということです

が、とする目標については、７人が移行したことにより目標を達成しました。 

⑤障がい児支援の提供体制の整備等でございます。こちらは一部達成でございます。令和２

年度末までに児童発達支援センターを各市町村に少なくても１カ所以上設置するという目標は、

市内事業所における設置意向が無い状況で、達成できない見込みです。医療的ケア児のための

関係機関協議の場については、令和２年１月に奥州市基幹相談支援センターに医療的ケア児等

支援部会が設置されましたので、達成ということです。 

続きまして、(2)の障がい福祉サービス等の見込量に対する達成状況です。日中活動系サー

ビス及び居住系サービスは概ね横ばいで推移しましたが、訪問系サービスは減少傾向で推移し、

相談支援及び障がい児通所支援は増加しました。いずれも計画の範囲内で、概ね順調に推移し

ました。 

(3)、地域生活支援事業の見込量に対する達成状況でございます。 

①の地域生活支援事業の必須事業でございますが、令和２年４月に奥州市基幹相談支援セン
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ターを新設したところでございます。 

②の地域生活支援任意事業でございます。日中一時支援事業にあっては、実施事業所が増加

したほか、登録者数の微増となっております。また、令和２年度における日中活動の多くは、

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、縮小又は中止となったため、低い達成状況となっ

ております。 

３ページをご覧ください。４、第６期障がい福祉計画及び第２期障がい児福祉計画の目標に

ついてでございます。国からの改正指針では、障がい者等の自立支援の観点から、入所等から

地域生活への移行、地域生活の継続支援、就労支援等を引き続き推進していく方針でございま

して、市としましても、国の指針に基づく各項目の達成に向けて取り組んで参ります。 

(1)成果目標の設定でございます。 

①福祉施設の入所者の地域生活への移行でございます。こちらは、目標値を新たに設定した

ものでございます。令和元年度末の時点における入所者数の６％以上、つまり10人を目標とし

ますが、令和５年度末までに地域生活へ移行するという中身でございます。 

②精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築でございます。こちらは、第５期の

計画を継続するものでございまして、令和５年度末までに協議の場の設置を目指します。 

③地域生活支援拠点等が有する機能の充実、こちらも継続する目標でございます。令和５年

度末までの設置を目指します。なお、設置方法、具体的には多機能拠点を整備する、又は面的

整備というような方法がありますけれども、整備や運用状況の検証方法について、奥州市自立

支援協議会の場で検討を行います。 

④福祉施設から一般就労への移行でございます。こちらも目標値を変更するものでございま

す。令和５年度中に就労移行支援事業等を通じた一般就労への移行者数については、令和元年

度実績の1.27倍以上ということで、具体的には９人を目指すものでございます。 

⑤障がい児支援の提供体制の整備等。こちらは継続目標でございます。令和５年度末までの

設置を目指します。ただし、事業の実施主体が、事業者と事業所ということになりますので、

制度の説明等により、設置に向けた周知を図って参ります。 

⑥相談支援体制の充実・強化等でございます。こちらは、今回新たに目標とするものでござ

います。市内に１カ所の拠点を整備します。なお、当市では、奥州市基幹相談支援センターが

地域の相談支援体制の中核としてその機能を担っておりますので、すでに目標達成となります。 

⑦障がい福祉サービス等の質を向上させるための取組みに係る体制の構築。こちらも新規目

標でございます。障がい福祉サービス等に係る各種研修の活用と、障害者自立支援審査支払等

システムによる審査結果の共有体制については、令和４年度までに構築するものでございます。 

(2)福祉サービス等の見込量についてでございます。近年の状況から推計いたしまして、訪

問系サービス、日中活動系サービス及び居住系サービスは横ばいで、相談支援及び障害児通所

支援は増加するという見込みをしてございます。 

(3)地域生活支援事業の見込量でございます。 

①地域生活支援事業の必須事業についてでございます。令和２年４月に開所した奥州市基幹

相談支援センターについて、令和５年度までに相談支援機能の拡充を目指します。あわせて、

現在11カ所に委託している一般相談支援事業について、５カ所への集約を図ります。 

②地域生活支援事業の任意事業でございます。日中一時支援事業については、現在、奥州市

地域自立支援協議会の事業者部会において検討委員会を立ち上げ、利用実態の把握や今後の在

り方について協議中であり、現在、結論に至ってございません。このため、今回の計画見直し

に当たり、サービス見込量の大幅な変更は行ってございません。 

４ページをご覧ください。５、策定に係る体制でございます。計画策定にあたっては、奥州

市地域自立支援協議会委員を策定委員として委嘱したほか、成果目標など具体的な検討にあ

たっては、その構成である専門部会で検討を行ってございます。ということで、体系図の通り

各部会における検討を行っていただきました。 

６、計画策定スケジュールでございます。昨年、令和２年７月に第６期の障がい福祉計画等

の基本方針を決定し、その後、第１回の策定委員会を開催し、策定方針を協議いたしました。
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10月に目標設定についての検討を諮問したところでございます。その後、就労移行支援事業所

等に対する活動実態調査を実施。11月においては金ケ崎町との協議、或いは各部会における検

討を進めていただいております。今年１月になりまして、事業所における整備計画、サービス

の見込調査、或いは目標に係る各部会での検討状況の報告をいただいたところでございます。

また、日中一時支援事業に係る検討委員会については、継続協議を行っていただいているとこ

ろでございます。２月におきましては、第２回の策定委員会ということで、草案を検討してい

ただいておりますし、本日全員協議会、この後、パブリックコメントを実施しまして、３月に

は第３回の策定委員会を開催し、計画案を決定したいというふうに考えてございます。各事業

所の参加に基づきます策定委員会ということになりまして、なかなか事業所の方々の参集とい

うのが憚られますことから、なるべく会議の回数を少なく進めているところでございます。以

上でございます。 

（小野寺議長） ただいま説明いただきましたことについて、質問等ございましたらお願いいたし

ます。11番、千葉敦議員。 

（千葉敦議員） 障がい児福祉計画の方ですけれども、第１期の実績と第２期の計画の中で、障が

い児支援の提供体制の整備が今までできていなかったので、新しい計画で引き続き目指すとい

うことですが、なぜうまく事業所ができなかったのか、その辺の経過について説明をお願いし

ます。 

（小野寺議長） 高橋福祉課長。 

（高橋福祉課長） 児童に係る検討につきましては、４ページ目にあります地域自立支援協議会の

部会を見ていただけるとおわかりいただけるかもしれませんが、医療的ケア児と支援部会とい

うところが基本的には中心となって検討を進めるというものでございましたが、この医療的ケ

ア児等支援部会は、昨年の１月に設置したということで、なかなか検討する場の設置も手こ

ずったというようなところもございますので、具体的な計画の実施までの検討は行われなかっ

たというのが実情でございます。 

（小野寺議長） 19番、阿部加代子議員。 

（阿部加代子議員） ２ページにあります、⑤の障がい児支援提供体制の整備、一部達成とありま

すけれども、児童発達支援センターは、各市町村に少なくとも１カ所設置するという目標が達

成できない見込みということなんですけれども、何が問題だったのか、なぜ設置できなかった

のかっていうところを説明いただければと思います。 

（小野寺議長） 高橋福祉課長。 

（高橋福祉課長） ２ページにも記載してございますが簡単に申し上げますと、事業所における設

置意向がなかったということになります。そのため整備を進めることができなかったというこ

とでございます。 

（小野寺議長） 阿部加代子議員。 

（阿部加代子議員） 事業所の設置意向が無いっていうところなんですけれども、どうしてなかっ

たのか、何が問題だったのでしょうか。意向がなかったということはその通りだと思いますけ

れども、何が問題でやりたくない、できない、できる人材がいないっていう、何が設置意向が

なかったというところになるんでしょうか。設置意向がなければ、市の方でそれに向けて支援

していくとか、そういうことはできないのでしょうか。 

（小野寺議長） 高橋福祉課長。 

（高橋福祉課長） 設置については、事業者に対してアンケート調査という形で意向を把握したと

ころでございまして、その中で設置のご回答いただけなかったと。大きな理由といたしまして

は、資金とか、或いはそれを整備するための体制が直ちには取れないということで、第５期に

おける整備についてはできないというようなご回答だという認識でございます。 

（小野寺議長） 阿部加代子議員。 

（阿部加代子議員） そうであれば設置の意向が、例えば資金の問題であったりとか、人材の問題

であったりとかっていうことが具体的にわかっているのであれば、市としても何らかの支援策

をとって、市町村に少なくとも１カ所は設置してくださいということになっているわけですか
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ら、早急に設置に向けて動くべきじゃないでしょうか。どうなんでしょうか。これ、自前でと

いうことにはならないんですか。 

（小野寺議長） 高橋福祉課長。 

（高橋福祉課長） ３ページにも少し記載させてはいただいたんですが、真ん中の⑤のところでご

ざいますけれども、事業の実施主体が事業者の事業運営ということになりますので、基本的に

は、事業者での取組みをお願いするものでございます。市といたしましては、設立に向けた説

明とか、そういったことは行う必要があるかというふうに考えてございます。 

（小野寺議長） 佐賀福祉部長。 

（佐賀福祉部長） 大変申し訳ございません。今いろいろ未達成の部分についてのご指摘をいただ

いてきたところです。確かに、この現計画の３年間の中では、設置という状況まで至らなかっ

たと。その内容につきましては、事業者さんの方でなかなか手を挙げていただけるところがな

かったというところまでの分析はできているというのが正直なところでございます。ですので、

今回、新しい３年度からの３年間計画ということで、継続ということで目標設置の方もさせて

いただくという中で、先ほどの地域支援自立協議会の専門部会等での議論の活用をしながら、

その辺の設置に向けて各事業者さんと情報共有等々行いながら、それに向けた対応、その検討

の中で、市として何かできることがあるのか等々も含めて検討をしていきたいということで、

何とかこの次の計画期間、５年度までの間で、１カ所の設置という部分については、努力して

参りたいというふうに考えているものでございます。 

（小野寺議長） 阿部加代子議員。 

（阿部加代子議員） ぜひ設置に向けて取り組んでいただければと思いますけれども、他の県内の

市町村の状況はどうなっているのか分かりますでしょうか。 

（小野寺議長） 高橋福祉課長。 

（高橋福祉課長） 第４期における設置は、県内では実績がないという状況でございます。 

（小野寺議長） 他にございますか。６番、高橋浩議員。 

（高橋浩議員） ６番、高橋浩です。４ページの計画策定スケジュールの中でのパブリックコメン

トの実施というところでお尋ねをいたします。パブリックコメントですと、せっかく市民の方

からいろんなご意見を頂戴して、この計画に反映するという趣旨であろうかと思います。であ

れば、もっと早めにこのパブリックコメントをすべきではないのかなと私は思うのであります。

もう後半になって、粗方でき上がった辺りで、またパブリックコメントをいただくということ

は、またそこで、場合によっては訂正せざるを得ないことも出てくるかと思います。 

ちょっと言い方が失礼ですけれども、アリバイ工作のためのパブリックコメントをするよう

なことではなくて、本来、本当に市民意見を募るのであれば、もうちょっと早めにすべきこと

ではないかなと思うところであります。今回のパブリックコメントはしょうがないかもしれま

せんけれども、今後、こういうことの時には、パブリックコメントはなるべく早めに聴取する

ように計画を練っていただければよろしいかと思いますが、その辺を伺って終わります。 

（小野寺議長） 佐賀福祉部長。 

（佐賀福祉部長） パブコメの時期等々のご指摘ということでございます。議員ご指摘の通り、２

月、これからという状況の設定になってしまっているという部分については、やはりちょっと

遅いという部分については、現場の方もそう感じているところでございます。といいますのも、

やはりパブコメをやるに当たっては、まずは素案を作成して、その素案に対してのパブコメと

いうことの中で、今回、素案作成までに少し時間を要してしまったというのが正直なところで

ございます。ですので、本来であれば12月中ぐらいにも素案の方の取りまとめを行うことで、

当初は計画として考えていたところですけれども、その素案の部分がちょっとずれ込んだとい

うことから、パブコメの日程についても来週以降の２月中旬から概ね３週間程度ということで

の設定になってしまったというのが現実でございますので、議員ご指摘の通り、こういう計画

については、広くという部分で当然やらなければならない手法というふうに考えてございます

ので、以後、このような計画等々含めていろいろあるわけでございますけども、その辺の日程

設定或いはタイミング等については、広く意見を聞いて、それがある程度反映される猶予期間
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も含めた期間設定でのパブコメについては、検討して参りたいというふうに考えてございます。 

（小野寺議長） 他にございませんか。加藤清議員。 

（加藤清議員） １点お伺いいたしますが、今の奥州市管内で、障がい児支援、５番目のこういう

事業をやっているところはないんですか。全く奥州市内では無いですか。民間のそういう組

織ってのは無いんですか。私はどこかにあるような気がしてならないのですが、どうなんです

か。 

（小野寺議長） 高橋福祉課長。 

（高橋福祉課長） 児童サービスの事業所はございますけれども、児童発達支援センターという機

能を持った事業所は、まだ設置してございません。 

（加藤清議員） よく中身が私もわからないわけですけれども、これからちょっと勉強しますけれ

どもね、こういうのに類似したような民間の方々がいらっしゃるのではないのかなというふう

に思いますけれども。どう違うのか、もう少し市が積極的に関与すればやっていただける、そ

ういう事業所は、私はあるのではないかと思いますけれど、その辺の所見を伺って、またいつ

かの機会に議論をさせていただきたいと思います。 

（小野寺議長） 高橋福祉課長。 

（高橋福祉課長） ご指摘の通り、その力を持った事業所はいらっしゃると思います。ただ、こち

らは、国の基準がございまして、様々な機能を複合的に有した事業ということになりますので、

その事業の連携を確立していただくようなご説明なり、ご理解をいただくように、今後、取り

組んで参りたいと考えてございます。 

（小野寺議長） 他にございませんか。 

＜ 「なし」との声あり ＞ 

それでは、⑤の第６期奥州市障がい福祉計画及び第２期奥州市障がい児福祉計画については、

以上とさせていただきます。ここで説明者退席のため、暫時休憩します。 

 

(2) 報告事項 （略） 

 

４ その他 （略） 

 

５ 閉会 

（佐藤副議長） それでは、長時間にわたりご苦労様でした。これをもちまして全員協議会を閉じ

ます。 



奥州市議会全員協議会 

 

日時：令和３年２月12日（金） 

             本会議終了後                                                                                                                           

場所：７階 委員会室 

 

１ 開  会 

２ 挨  拶 

３ 協  議 

(1) 説明事項 

① 新型コロナウイルスワクチン接種対策チームの設置について 

② 市営浄化槽事業の地方公営企業法の適用について 

③ 奥州市国土強靭化地域計画（案）について 

④ 第３期奥州市地域福祉計画について 

⑤ 第６期奥州市障がい福祉計画及び第２期奥州市障がい児福祉計画について 

 

 (2) 報告事項 

   奥州金ケ崎行政事務組合議会定例会(2/5)       報告者：廣野富男 議員 

 

４ そ の 他 

５ 閉  会 
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新型コロナウイルスワクチン接種対策チームの設置について 

新型コロナウイルスワクチン接種体制確保に当たり、集団接種体制の検討、ワクチ

ン管理、コールセンター設置、予約管理等多くの業務を円滑に進める必要がある。 

ワクチン接種に係る業務を一元的に担い、市民のワクチン接種を円滑かつ迅速に行

うことを目的とし、健康こども部健康増進課内に「新型コロナウイルスワクチン接種

対策チーム」を設置する。 

 

１ 名称 

新型コロナウイルスワクチン接種対策チーム 

２ 設置年月日 

令和３年２月15日 

３ 設置場所 

健康増進課執務室内（本庁２階） 

４ 所掌事務 

(1) ワクチン接種に係るデータ検証、情報収集並びに関係機関との連絡及び調整に関する

こと。 

(2) ワクチン接種体制の構築に関すること。 

(3) ワクチンの管理及び健康危機管理に関すること。 

(4) 接種券、予診票及び案内文書の作成等に関すること。 

(5) ワクチン接種の予約及びコールセンターの設置に関すること。 

(6) その他ワクチン接種に関し必要な事項 

５ 職員体制 32人（専任５人 兼任27人） 

リーダーの管理のもと、専任の５人が分担して業務を担うものとする。また、兼任の健

康増進課及び総合支所の職員と情報を共有することにより、一朝有事の際に迅速に対応で

きる体制とする。 

(1) リーダー 健康増進課長（兼任） 

(2) サブリーダー 保健師長（兼任）、課長補佐級（専任） 

(3) メンバー 

専任（４人） 主査級２人（うち保健師１人）、主任・主事級２人 

兼任（25人） 健康増進課職員21人、各総合支所グループ次長４人 

※ 接種が本格化する４月以降、会計年度任用職員を任用予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年２月12日全員協議会資料 健康こども部 

サブリーダー

保健師長

専任 兼任 27人５人

メンバー メンバー メンバー メンバー

主査級(2) 主任・主事級(2) 健康増進課職員(21)
各総合支所

グループ次長(4)

課長補佐級

《新型コロナウイルスワクチン接種対策チーム》

リーダー

健康増進課長

サブリーダー
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《現時点における奥州市の新型コロナウイルスワクチン接種体制のイメージ》 

 

本市における新型コロナウイルスワクチン接種体制を構築するに当たり、厚生労働省が先

行事例として全国自治体に情報提供した、身近な診療所での接種を中心とする「練馬区モデ

ル」を参考に検討を進める予定である。 

 

１ 接種開始時期 

具体的な時期は未定だが、準備が整い次第、国が示す順位により接種を開始する。 

２ 接種順位 

大量のワクチンは、徐々に供給が行われることになるため、国が一定の接種順位を決め

て、接種を行う。現時点では、次のような順位となる見込みである。 

(1) 医療従事者等（岩手県が実施）                    約3,500人 

(2) 高齢者（令和３年度中に65歳に達する方）              約40,000人 

(3) 高齢者以外で基礎疾患を有する方や高齢者施設等で従事されている方   約5,000人 

(4) それ以外の方（16歳未満を除く。）                 約53,000人 

３ 接種場所 

「練馬区モデル」を参考にして、安心して接種できる、かかりつけ医での個別接種を基

本に、公共施設等での集団接種も実施するなど、対象となる市民が円滑に接種できる体制

を確保する必要がある。 

集団接種については、高齢者等の会場までの交通手段を確保するため、送迎バス等の運

行を想定している。 

４ 接種の予約 

予約システム（インターネット）及びコールセンター（電話）による予約の受付を想定

している。 

 

奥州市の接種イメージ 

 

 

 

基幹型接種施設（病院） 

ワクチンを格納 

かかりつけ医等で個別接種 

公共施設等で集団接種 

ワクチンを移送 

ワクチンを移送 

国内倉庫 

ワクチンを配送 

対象者 

送迎 

ous11160
テキスト ボックス
本
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市営浄化槽事業の地方公営企業法適用について 

 

１ 奥州市の汚水処理事業にかかる法適化の状況 

汚水処理施設の整備及び維持管理を安定的かつ健全に経営していくために、令和２年度

から公共下水道事業及び農業集落排水事業に地方公営企業法を適用（以下「法適化」とい

う。）し、企業会計方式を導入。 

なお、市営浄化槽事業については、今後の事業のあり方を検討して判断することとし、同

時期の法適化を見送っている。 

 

２ 浄化槽事業における法適化の必要性 

 (1) 総務省からの要請 

ア「公営企業会計の適用の推進について」（平成27年１月27日付け総務大臣通知） 

イ「公営企業会計の適用の更なる推進について」（平成31年１月25日付け総務大臣通知） 

⇒ 浄化槽事業の法適化要請 

    ・平成31年度から令和５年度までを「拡大集中取組期間」。 

    ・将来にわたり事業を継続していく場合は、「拡大集中取組期間」内の移行が必要。 

 (2) 法適化によるメリット 

ア 損益情報・ストック情報の把握による適切な経営戦略の策定 

イ 企業間での経営状況の比較 

ウ 適正な使用料の把握 

エ 企業経営の弾力化 

⇒ 経営基盤強化、持続可能な事業運営の確立により、安定したサービス提供が可能。 

 (3) 国庫補助金の活用 

浄化槽事業の法適化が国庫補助金の交付要件となる見込み。 

⇒ 法適化により、効率的かつ安定的な事業実施が可能。 

 

３ 奥州市の市営浄化槽事業の状況 

 対 象 会計 基数 

市設置型浄化槽 
公共下水道、農業集落排水及びコミュニ

ティ・プラント以外の区域 
特別会計 2,783 

※令和２年３月末現在 

 

４ 県内他市の市営浄化槽事業の法適化状況等 

市町村名 
管理基数 

(基) 
法適化 摘 要 

盛岡市 126 

しない 

一般会計 

一関市 462 使用者に譲渡することとし、将来的に

事業を廃止する見込みのため 二戸市 約500 

花巻市 約1,300 
済み 令和２年度から 

八幡平市 約500 

宮古市 1,370 検討中 事業継続のため、法適化へ移行見込み 

  

令和３年２月 12日 全員協議会資料 

上下水道部 経営課 
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５ 奥州市が市営浄化槽事業を法適化する理由 

 ①総務省から法適化要請 

②市営浄化槽の維持管理継続が必要 

   ※ 事業を廃止する場合は、法適化は不要。 

     ただし、令和５年度までに市が管理している浄化槽（2,783基）を、使用者全員に

譲渡する、あるいは譲渡の同意を得ることが必須。 ⇒ 極めて困難 

 

６ 奥州市の法適化にかかる基本方針   

(1) 基本方針 

市営浄化槽事業を法適化する。 

※ 基本的な事項は、令和２年度から法適化している下水道事業と同様。 

(2) 法適化の範囲 

全部適用 

(3) 管理者の設置 

管理者は設置せず、その権限は市長が行う。 

(4) 適用開始時期 

 令和６年４月１日から 

(5) 職員体制 

   上下水道部経営課内に浄化槽法適化準備室を設置（兼務体制、令和３年度から） 

 

７ 法適化に向けた作業 

 (1) スケジュール 

令和３年度 固定資産調査・評価 

４年度 固定資産調査・評価、財政シミュレーション、繰入金協議など 

５年度 条例等の制定及び改廃、予算編成、システム改修など 

６年度 適用開始 

 (2) 主な経費 

  ア 固定資産調査及び評価業務（令和３年度及び４年度） 9,031千円 

  イ 財務会計システム改修業務（令和４年度及び５年度） 5,000千円 

※ 財源は全額を公営企業会計適用債充当予定であり、49％が交付税措置される。 



 

 

奥州市国土強靭化地域計画の策定について 

 

１ 計画の目的 
  大規模自然災害等から人命・財産を守り、被害を最小化する「国土強靭化」の市町

村の指針となるものであり、あらゆるリスクを想定し、主に発災前における平時の

施策が対象となっている。リスクを特定し、そのリスクへの対応が対象となってい

る地域防災計画とは違いがある。 

 

２ 計画の概要 
  平成 25 年 12 月議員立法により、「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防

災・減災等に資する国土強靭化基本法」（以下 「基本法」という。）が公布・施行さ

れ、平成 26 年６月には、国の「国土強靭化基本計画」が策定された。 

  基本法十三条では、都道府県及び市町村においても、国土強靭化地域計画を策定

できることとされている。 

 

３ 国の補助金・交付金事業について 
  国では、地方自治体が国土強靭化地域計画に基づき実施する取組に対する補助金・

交付金の交付判断にあたり、予算の「重点化」「要件化」「見える化」「地方負担軽減」

を行うことにより、地域計画の策定、地域の国土強靭化の取組を一層促進するとの

方針が示されている。 

⇒国から、計画が未策定の場合、令和３年度以降の補助金・交付金が受けられない

可能性があることを示されており、本年度までの策定を強く求められている。 

 

４ 県内の策定状況 
令和３年１月段階で県内の 13 市町村が策定済みとなっている。 

 

５ これまでの経過 
  部署横断的な計画となるため、政策企画課にて策定を進めてきており、これまで

に各部署に案を２回（７月、12 月）提示し、その都度意見聴取を行い、案としてと

りまとめを行った。 

 

６ 今後の予定 
 ①パブリック・コメントを２月 16 日（火）から３月２日（火）まで募集 

 ②３月上旬パブリック・コメントへの回答作成及び最終案のとりまとめ 

 ③最終案を庁議に諮り、決定 

 

 

 

令和３年２月 12 日 

全員協議会資料 総務企画部  



奥州市地域防災計画と奥州市国土強靭化地域計画の違いについて   
【奥州市地域防災計画】  奥州市地域防災計画は、奥州市防災会議が作成する計画で、各防災関係機関がそれ
ぞれ全機能を有効に発揮し、相互協力して防災の万全を期するために必要な災害予防、

災害応急対策及び災害復旧・復興に関する事項を策定したものです。   
【奥州市国土強靭化地域計画】  奥州市国土強靭化地域計画は、国が進める国土強靱化の考え方に基づき、奥州市を
さらに強靱な都市とするため、あらゆるリスクを想定した上で、平時からのハードと

ソフトの取組を幅広く位置づけた、強靱なまちづくりの方向性を示す計画です。  
【両計画の比較】  

奥州市地域防災計画 奥州市国土強靭化地域計画 
内容 予防計画を定めているが、主に

災害発生から復旧・復興に至る

までの必要な事項を定めた計

画 奥州市が強靱なまちとなるため

の、平時からの取組を幅広く位

置付けた、強さを備えたまちづ

くりの方向性を示す計画 
対象とする 
リスク 風水害、雪害、土砂災害、火山

災害、火災、震災、原子力災害

等 地震、火災、豪雨、感染症などあ

らゆるリスクが対象 
根拠法令等 災害対策基本法 強くしなやかな国民生活の実現

を図るための防災・減災等に資

する国土強靱化基本法  
 



     
【概要版】奥州市国土強靭化地域計画 

 

○いかなる大規模自然災害等が発生しても、「致命的な被害を負わない強さ」と「速やかに

回復するしなやかさ」を持った地域の構築に向け、国土強靭化基本法第 13 条に基づく

国土強靱化地域計画として策定するもの。 

○奥州市総合計画と整合・調和を図り、総合計画における各分野別計画の推進にあたり、掲

げられた施策が大規模自然災害等によって停滞することなく、早期に再建するための各種

施策の指針として位置づける。 

○計画期間は、令和３年度から令和８年度までの６カ年とする。 

※計画は本編と別冊（国土強靭化に係る個別事業一覧）による構成とし、別冊の個別事業に

ついては、毎年度のローリング等により必要に応じて更新する。 １ 計画策定の趣旨、位置付け 

 

○基本目標 

(1) 人命の保護が最大限図られること。 

(2) 市及び地域の重要な機能が致命的な障害を受けず維持されること。 

(3) 市民の財産及び公共施設に係る被害の最小化が図られること。 

(4) 迅速な復旧・復興を可能にすること。 

○事前に備えるべき目標 

(1) 大規模自然災害等が発生したときでも人命の保護が最大限図られる。 

(2) 大規模自然災害等の発生直後から救助・救急、医療活動等が迅速に行われる。 

(3) 大規模自然災害等の発生直後から必要不可欠な行政機能は確保する。 

(4) 地域の経済活動を機能不全に陥らせない。 

(5) 大規模自然災害等発生後であっても、生活・経済活動に必要最低限の情報通信、電気、

ガス、上下水道、燃料、交通ネットワーク等を確保するとともに、早期復旧を図る。 

(6) 制御不能な二次災害を発生させない。 

(7) 大規模自然災害等発生後であっても、地域社会・経済を迅速に再建・回復する。 

○基本的な方針 

 (1) 地域強靭化に向けた取り組み姿勢 

   長期的な視点を持って、災害に強い地域づくりを進める。 

(2) 適切な施策の組合せ    市の特性に合った、ハードとソフト対策、並びに、地域における「自助」、「共助」
及び「公助」を適切に組み合わせ、非常時のみならず、平時にも有効に活用される対策

となるよう取り組む。 

２ 基本的な考え方 

 
○市の地域特性と、岩手・宮城内陸地震・東日本大震災・新型コロナウイルス感染症等の過

去の災害等からリスクを地震、風水害・土砂災害、雪害、火山噴火、火災及び感染症に設

定した。 

○「起きてはならない最悪の事態」（リスクシナリオ）を合計 20設定し、これに対し、施

策分野を次のとおり設定した。 

３ 地域特性と想定するリスク 

 
「起きてはならない最悪の事態」を回避するため、現状では何が不足しているのかを明らか

にするために、20のリスクシナリオごとに脆弱性評価を実施した。 

４ 脆弱性評価 

 

○脆弱性評価結果を踏まえ、20の「起きてはならない最悪の事態」ごと及び施策分野ごと

に対応方策を検討した。 

（例：住宅の耐震化、学校の耐震化、公共施設等の耐震化、公営住宅の老朽化対策、 

道路・橋梁等の適切な管理、空き家等対策の推進等） 

○対応方策として掲げた施策のうち、計画期間内に優先して取り組む施策を「重点施策」と

して選定した。 

５ 脆弱性評価結果に基づく対応方策 

 
計画を推進するため、本計画の周知に努め、効率的な取組の展開を図る。進捗管理について

はＰＤＣＡサイクルにより行い、奥州市総合計画に掲げられた目標指標と連動して設定した

ＫＰＩ指標（重要業績評価指標）を検証し、結果を公表するとともに、計画の見直しを行

う。 

６ 計画の推進と進捗管理 

個別施策分野 

【行政機能・情報通信分野】 

【市民生活分野】 

【産業・経済分野】 

【社会基盤分野】 横断的分野 

【協働分野】 

人材育成、防災意識等 

【老朽化対策分野】 

公共施設、社会基盤等 

令和３年２月 12日 全員協議会資料 総務企画部 



事前に備えるべき目標 リスクシナリオ  重点施策 主な重要業績評価指標（KPI） 

1大規模自然災害等が発生したときでも

人命の保護が最大限図られる。 

1-1 地震等による建物・交通施設等の複合的・大規模倒壊や住宅密

集地における火災による死傷者の発生 

1-2 異常気象等による広域かつ長期的な市街地等の浸水 

1-3 大規模な土砂災害等による多数の死傷者の発生 

1-4 暴風雪及び豪雪による交通途絶に伴う死傷者の発生 

1-5 情報伝達の不備等による避難行動の遅れ等で多数の死傷者の発

生 脆 

弱 

性 

評 

価 

・ 

対 

応 
方 
針 

の 

検 

討 

1 住宅や公共施設等の耐震化 

2 農地整備や治水対策の推進 

3 ハザードマップの活用と、土砂災害の防止 

4 道路除雪等の円滑な交通確保 

5 多様な情報伝達・情報収集手段の構築と自

主防災組織の活動強化 

●幼稚園・小学校・中学校の耐震化率 

●住宅等の耐震化率 

●基盤整備率 

●森林整備実施面積 

●消防団員数 

2 大規模自然災害等の発生直後から救

助・救急、医療活動等が迅速に行われ

る。 

2-1 被災地域での食料・飲料水等、生命に関わる物資供給の長期停

止  

2-2 多数かつ長期にわたる孤立集落等の同時発生 

2-3 消防・医療施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ルートの

途絶による医療機能の麻痺 

2-4 被災地における感染症等の大規模発生 

1物資の備蓄や調達、物流確保 

2道路の維持管理と防災対策 

3消防・救急体制の強化、医療連携体制の構

築、避難所の機能強化 

4感染症予防対策の推進 

●長寿命化修繕工事の実施率 

●舗装整備率 

●水道管の耐震化率 

3 大規模自然災害等の発生直後から必

要不可欠な行政機能は確保する。 
3-1 行政機関の職員・施設等の被災による機能の大幅な低下 1業務継続の体制整備 

●業務継続計画（ＢＣＰ）の策定 

●災害時における相互応援、物資提供

等の協定の締結 

4 地域の経済活動を機能不全に陥らせ

ない。 

4-1 サプライチェーン（供給連鎖）の寸断等による企業活動等の停

滞 

4-2 農業の停滞 

1 企業の業務継続計画策定と物流の確保 

2 農林業生産施設の耐震化 

●基盤整備率（再掲） 

●舗装整備率（再掲） 

●担い手への利用集積率 

5 大規模自然災害等発生後であって

も、生活・経済活動に必要最低限の情

報通信、電気、ガス、上下水道、燃

料、交通ネットワーク等を確保すると

ともに、早期復旧を図る。 

5-1 長期にわたる事業活動及び情報通信、エネルギー供給、上下水

道施設の停止による地域経済生活の混乱 

5-2 地域交通ネットワークの機能停止 

1社会基盤等の計画的な維持管理、関係団体

との連携強化、雇用の確保 

2 公共交通体制の強化、道路の維持管理 

●舗装改修延長 

●水道管の耐震化率（再掲） 

6 制御不能な二次災害を発生させな

い。 

6-1 市街地での大規模火災の発生 

6-2 沿線･沿道の建物倒壊による直接的な被害及び交通麻痺 

6-3 農地・森林等の荒廃による被害の拡大 

1 消防・救急体制の強化、空き家対策 

2 交通麻痺の防止 

3 農業・農村の多面的機能の確保 

●集落協定数 

●森林整備実施面積（再掲） 

●空き家等の問題解決に至った件数 

7 大規模自然災害等発生後であって

も、地域社会・経済を迅速に再建・回

復する。 

7-1 災害廃棄物の処理の停滞により復旧・復興が大幅に遅れる事態 

7-2 復旧・復興を担う人材等の不足により復旧・復興が大幅に遅れ

る事態 

7-3 地域コミュニティの崩壊、治安の悪化等により復旧・復興が大

幅に遅れる事態 

1 災害廃棄物の処理体制の強化 

2 ボランティアの受け入れ態勢の強化 

3 地域づくり活動の推進 

●ボランティア団体登録数 

●災害時要援護者避難支援計画登録人 

 数  



令和３年３月 

奥州市 

奥州市国土強靱化地域計画 

「強さとしなやかさ」を備えた奥州市へ 

 

 

  

令和３年 2月 12日 （案） 

令和３年２月 12日 

全員協議会資料 総務企画部 



 

目  次 

第１章 計画策定の趣旨及び位置付け .......................................................................... 1 

１ 計画策定の趣旨 ............................................................................................................ 1 

２ 計画の位置付け ............................................................................................................ 1 

３ 計画期間 ....................................................................................................................... 1 

第２章 基本的な考え方 ................................................................................................... 2 

１ 基本目標 ....................................................................................................................... 2 

２ 事前に備えるべき目標.................................................................................................. 2 

３ 基本的な方針 ................................................................................................................ 2 

第３章 地域特性と想定するリスク .............................................................................. 5 

１ 奥州市の地域特性 ......................................................................................................... 5 

２ 想定するリスク ............................................................................................................ 5 

３ 起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ） ...................................................... 8 

４ 施策分野 ..................................................................................................................... 10 

第４章 脆弱性評価 ......................................................................................................... 11 

１ 脆弱性評価の考え方 ................................................................................................... 11 

２ 脆弱性評価結果 .......................................................................................................... 11 

第５章 脆弱性評価結果に基づく対応方策 ................................................................ 25 

１ 起きてはならない最悪の事態ごとの対応方策 ........................................................... 25 

２ 施策分野ごとの対応方策 ............................................................................................ 34 

３ 重点施策 ..................................................................................................................... 40 

第６章 計画の推進と進捗管理 ..................................................................................... 48 

１ 推進体制 ..................................................................................................................... 48 

２ 計画の進捗管理 .......................................................................................................... 48 

３ 計画の見直し .............................................................................................................. 48 

 

 

  



 

 

「強さとしなやかさ」を備えた奥州市へ   

1 

第１章 計画策定の趣旨及び位置付け                   
１ 計画策定の趣旨 

想定外ともいえる大規模な自然災害の発生をうけ、「強くしなやかな国民生活の実

現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法（以下「基本法」という。）」

が公布・施行され、同法に基づき国土強靱化に係る他の計画の指針となる国土強靱化

基本計画（以下「基本計画」という。）が策定されました。また、基本法では、その第

13 条に「都道府県又は市町村は、国土強靱化に関する施策の総合的かつ計画的な推

進を図るため、当該都道府県又は市町村の区域における国土強靱化に関する施策の推

進に関する基本的な計画（以下「国土強靱化地域計画」という。）を、国土強靱化地域

計画以外の国土強靱化に係る当該都道府県又は市町村の計画等の指針となるべきも

のとして定めることができる。」と規定されました。 

奥州市では、この基本法に基づき、過去の経験を踏まえながら、いかなる大規模自

然災害若しくは感染症又はその両方（以下「「大規模自然災害等」という。）が発生し

ても、「致命的な被害を負わない強さ」と「速やかに回復するしなやかさ」を持った地

域社会の構築に向け、「奥州市国土強靱化地域計画」を策定することとしました。 

 

 ２ 計画の位置付け 

本計画は、基本法第 13 条に基づく国土強靱化地域計画として、国土強靱化に関す

る施策を総合的かつ計画的に進めるための指針として策定するものであり、本市にお

ける国土強靭化に関し、奥州市総合計画（以下「総合計画」という。）と整合・調和を

図るものとします。また、総合計画における各分野別計画の推進にあたり、掲げられ

た施策が大規模自然災害等によって停滞することなく、また、早期に再建するための

各種施策の指針として位置付けるものです。 

 

 ３ 計画期間 

総合計画との整合を図るため、計画期間は令和３年度から令和８年度までの６年間

とします。 

なお、国や県の計画との調和や毎年度実施する総合計画のローリング結果等により、

必要に応じて計画内容の見直しを行います。 

また、本計画の第５章 脆弱性評価結果に基づく対応方策の重点施策に対する重要

業績評価指標（ＫＰＩ）については、令和３年度までの総合計画前期計画の指標を用

いているため、令和３年度に予定している後期計画策定に合わせ、令和８年度までの

重要業績評価指標（ＫＰＩ）を改めて設定します。  
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第２章 基本的な考え方                            
 

 基本計画及び岩手県国土強靭化地域計画を踏まえて、次のとおり「基本目標」、「事前

に備えるべき目標」及び「基本的な方針」を設定しました。 

 

１ 基本目標 

大規模自然災害等が発生しようとも、 以下の４項目を基本目標として、強靱化の

取り組みを推進します。 

(1) 人命の保護が最大限図られること。 

(2) 市及び地域の重要な機能が致命的な障害を受けず維持されること。 

(3) 市民の財産及び公共施設に係る被害の最小化が図られること。 

(4) 迅速な復旧・復興を可能にすること。 

 

２ 事前に備えるべき目標 

強靱化を推進する上での事前に備えるべき目標を次のとおり設定しました。 

(1) 大規模自然災害等が発生したときでも人命の保護が最大限図られる。 

(2) 大規模自然災害等の発生直後から救助・救急、医療活動等が迅速に行われる。（そ

れがなされない場合の必要な対応を含む。） 

(3) 大規模自然災害等の発生直後から必要不可欠な行政機能は確保する。 

(4) 地域の経済活動を機能不全に陥らせない。 

(5) 大規模自然災害等発生後であっても、生活・経済活動に必要最低限の情報通信、

電気、ガス、上下水道、燃料、交通ネットワーク等を確保するとともに、早期復旧

を図る。 

(6) 制御不能な二次災害を発生させない。 

(7) 大規模自然災害等発生後であっても、地域社会・経済を迅速に再建・回復する。 

 

３ 基本的な方針 

  国土強靱化の理念を踏まえ、事前防災及び減災、その他迅速な復旧・復興等に資す

る大規模自然災害等に備えた本市全域にわたる強靱なまちづくりについて、岩手・宮

城内陸地震や東日本大震災、新型コロナウイルス感染症問題などこれまでの災害等か

ら得た経験を最大限活用しつつ、以下の方針に基づき推進します。 

(1) 地域強靭化に向けた取組姿勢 

ア 短期的な視点によらず、長期的な視点を持って計画的に取り組みます。 
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イ 地域の活力を高める視点を持ち、災害に強い地域づくりを進めます。 

(2) 適切な施策の組合せ 

ア 災害等のリスクから市民及び訪れている者（来訪者）の命を守り、被害を最小

限に抑えるため、本市の特性に合った、ハード対策とソフト対策を組み合わせ、

効果的に施策を推進します。 

イ 地域における「自助」、「共助」及び「公助」を適切に組み合わせ、行政と市民

が連携するとともに、民間事業者、関係者相互の連携、協力など役割を分担して

取り組みます。 

ウ 非常時に防災・減災等の効果を発揮するのみならず、平時にも有効に活用され

る対策となるよう取り組みます。 

 

 

自助とは自分自身や家族を守るために、住民自らが防災に取組むことです。共助とは、近所や

地域の方々と助け合い、災害時に地域で力を合わせて防災に取組むことです。 公助とは、行政

や消防・警察による救助活動や支援物資の提供など、公的支援のことを言います。 

 災害時には、自助・共助・公助が互いに連携することで、被害を最小限にすることができます。 

 

 

(3) 効率的な施策の推進 

ア 人口減少、少子・高齢化社会への対応や社会資本の老朽化等を踏まえるととも

に、効率的な行財政運営に配慮し、施策の重点化を図ります。 

イ 既存の社会資本を有効活用することにより、費用を縮減しつつ効率的に施策を

推進します。 

ウ 限られた財源を最大限に活用するため、施設等の効率的かつ効果的な維持管理

を行います。 

用語解説☞自助・共助・公助 
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(4) 奥州市の特性に応じた施策の推進 

ア 総合計画のほか総合戦略との調和を図り、人口減少対策にもつながる地域コミ

ュニティや地域経済の強靱化を推進します。 

イ 女性、高齢者、子ども、障がい者、外国人等に配慮して施策を講じます。 

ウ 自然との共生、環境との調和及び景観の維持に配慮します。 

エ 「ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）」の理念を踏まえ、持続可能なまちづくり 

に向けた施策を推進します。 

オ 「国際リニアコライダー（ＩＬＣ）」を見据えたまちづくりを推進します。 

カ 沿岸津波被災地との連携、放射性物質汚染への対策など「東日本大震災」から

の復旧復興を推進します。 

キ 新型コロナウイルス感染症による影響からの復興を目指します。 

 

 

 持続可能な開発目標（SDGsエスディージーズ）とは、2015年 9月の国連サミットで採択さ

れた「持続可能な開発のための 2030アジェンダ」にて記載された 2030年までに持続可能でよ

りよい世界を目指す国際目標です。17のゴール・169のターゲットから構成され，地球上の「誰

一人取り残さない（leave no one behind）」ことを誓っています。 

 

 

 

 全長約 20～50キロメートルの地下トンネル内に建設される、電子・陽電子衝突型の線形加速

器を中心とした大規模研究施設のこと。質量の起源や時間と空間、宇宙誕生の謎の解明を目指し

ています。 

 

用語解説☞ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標） 

用語解説☞国際リニアコライダー（ＩＬＣ） 



 

 

「強さとしなやかさ」を備えた奥州市へ   

5 

第３章 地域特性と想定するリスク                       
 

１ 奥州市の地域特性 

 (1) 位置・面積 

  奥州市は、岩手県内陸南部に位置し、北は北上市、西和賀町、金ケ崎町及び花巻市

に、南は一関市及び平泉町に、東は遠野市及び住田町に、西は秋田県に接しています。

総面積は 993.35平方キロメートルで、東西に約 57キロメートル、南北に約 37キロ

メートルの広がりを持っています。 

 (2) 地形と気候 

  市内には、水沢及び前沢の全部並びに、江刺及び胆沢の一部地域に都市計画区域が

指定されており、市街地は、東北自動車道、国道４号、東北新幹線及び東北本線を軸

に形成されています。また、市の中央を一級河川北上川が流れておりその西側には北

上川の支流である胆沢川によって形成された胆沢扇状地が、東側には北上山地につな

がる田園地帯が広がっています。 

  内陸性の気候で、県内では比較的温暖な地域となっています。 

 (3) 人口 

  平成 27年国勢調査によると、本市の人口は 119,422人で人口の減少傾向は依然と

して続いており、平成 22年国勢調査と比較した人口減少率は、岩手県全体の減少率

（3.8％）を上回る 4.3％となっています。また、一時減少となった世帯数は 41,593世

帯と増加に転じましたが、一世帯当たりの人員は 2.87 人と減少傾向が続いており、

世帯の小規模化が進んでいます。 

 

２ 想定するリスク 

  市民生活に影響を及ぼすことが予想されるリスクとして、大規模自然災害等に対す

る評価を行うこととし、過去に本市周辺で発生した地震や風水害・土砂災害などを想

定するリスクとして設定しました。また、気候や地形等を考慮し、雪害、火山噴火、

火災も想定するとともに、新型コロナウイルス感染症の教訓をもととしたリスクの想

定も行いました。 
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想定１ 地震 

想定する過去の主な災害等  

【岩手・宮城内陸地震】 

平成 20年６月 14日、岩手県内陸南部（北緯 39.1度、東経 140.5度、震源の深

さ 8ｋｍ付近）を震源とするマグニチュード 7.2の地震が発生。奥州市内の震度は、

衣川 6強、胆沢 6弱、水沢・江刺・前沢 5強を記録した。主な被害状況は、死亡 1

名、重傷 7名、軽傷 25名、住家全壊（焼）1棟、半壊 2棟、一部損壊 450棟以上、

停電、土砂せき止め、道路、通行止め等が多数発生し、各施設の破損も確認された。

また最大 1,000戸が断水し、復旧に約 1ヶ月半を要した。 

【東北地方太平洋沖地震（東日本大震災）】 

 平成 23年３月 11日、太平洋三陸沖（北緯 38.06度.東経 142.52度、震源の深さ

約 24ｋｍ）を震源とするマグニチュード 9.0の地震が発生した。奥州市内では、前

沢、胆沢、衣川で震度６弱、水沢、江刺で震度５強を記録した。負傷者６名、住家

一部損壊 64棟、電力は市内全戸約 52時間停電、胆沢を除く区域で断水が発生、電

話の通信障害が７日間発生、公共交通機関の運休、北上川に架橋する８橋のうち２

橋が通行止めとなるなど、甚大な被害を被った。また、避難所を 15日間、最大時

17箇所開設し、避難者はのべ 1,258人となった。 

 同年４月７日には余震も発生し、江刺、前沢、衣川で震度６弱、水沢で５強を記

録した。負傷者 15名、住家全壊 51棟、大規模半壊 45棟、半壊 366棟、一部損壊

2,918 棟、電力は市内全戸約 22 時間停電、胆沢を除く区域で断水が発生、公共交

通機関の運休、北上川に架かる８橋のうち４橋が通行止めとなるなど、甚大な被害

を被った。また、避難所を 21日間、最大時７箇所開設し、避難者はのべ 440人と

なった。 

なお、公共施設等における総被害額は、本震及び余震合わせて 82 億 5,021 万 4

千円にのぼった。 
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想定２ 風水害・土砂災害・豪雨災害 

想定する過去の主な災害等  

【カスリン台風】 

 昭和 22年９月 12日未明より降り出した雨は、台風の接近とともに雨勢を強め、

特に 14 日から 15 日にかけて岩手県下一帯は大豪雨となった。一関狐禅寺峡谷部

における水位は、15.6ｍにも上がった。平均水位は 11.9ｍである。その氾濫面積は、

26,017町歩に及んだ。被害は、死者 45人、行方不明 44人、傷者１人、家屋倒壊

274戸、流失家屋 422戸、浸水家屋 29,264戸、冠水水田 2.7万余町歩、冠水畑地 

1.4万余町歩弱、耕地流失 2,828町歩、道路決壊 493ヶ所、流失橋梁 278ヶ所、

堤防決壊 263 ヶ所であった。奥州市（現）においても、家屋の全半壊や流出、床

上・床下浸水などの甚大な被害となった。 

 

【アイオン台風】 

昭和 23年９月 15日の夜から降り出した雨は、16日午後２時頃から猛烈な豪雨

となって深夜まで続いた。その間の雨量は、盛岡 147㎜、水沢 285㎜で、特に水

沢、遠野、宮古以南は、記録的な豪雨であった。被害は、死者 392 人、行方不明 

296人、負傷者 1,403人、建物全壊 550戸、半壊 1,668戸、流失家屋 840戸、床

上浸水 14,000戸近く、床下浸水 12,000戸弱、堤防決壊 1,800ヶ所、道路決壊 860

ヶ所、橋梁流失 1,500ヶ所弱、冠水水田４万町歩、冠水畑地２万町歩、流失埋没耕

地は 7,700町歩余であった。奥州市（現）においても、家屋の全半壊や流出、床上・

床下浸水などの甚大な被害となった。 

 

 

 

想定３ 雪害・火山噴火・火災 

想定する過去の主な災害等  

令和２年12月14日からの大雪により、東北・北陸地域を中心に被害が発生し

た。令和２年12月23日付け農林水産省取りまとめによると、被害件数は、岩手県

が350棟、次いで石川県177棟、山形県111棟、新潟県76棟、秋田県75棟となって

いる。奥州市でも令和３年１月20日現在、農業用ハウス等の倒壊・破損の被害報

告が1,369棟。 
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想定４ 感染症 

想定する過去の主な災害等  

【新型コロナウイルス（COVID-19）感染症】 

 令和元年 12月以降、中国湖北省武漢市を中心に発生し、短期間で全世界に広が

ったウイルスは、日本国内においても多くの感染者、死者を出した。健康被害のみ

ならず、市民生活及び地域経済に大きな影響を与えた。 

 

 

３ 起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ） 

  基本計画、岩手県国土強靭化地域計画を参考に、前述で対象とした自然災害等や地

域特性等を踏まえ、「第２章 基本的な考え方」の「２ 事前に備えるべき目標」で

掲げた目標に対する「起きてはならない最悪の事態」を設定しました。 

目標１ 大規模自然災害等が発生したときでも人命の保護が最大限図られる。 

起きてはならない最悪の事態  

1-1 地震等による建物・交通施設等の複合的・大規模倒壊や住宅密集地における

火災による死傷者の発生 

1-2 異常気象等による広域かつ長期的な市街地等の浸水 

1-3 大規模な土砂災害等による多数の死傷者の発生 

1-4 暴風雪及び豪雪による交通途絶に伴う死傷者の発生 

1-5 情報伝達の不備等による避難行動の遅れ等による多数の死傷者の発生 

 

目標２ 
大規模自然災害等の発生直後から救助・救急、医療活動等が迅速に行われ

る。（それがなされない場合の必要な対応を含む。） 

起きてはならない最悪の事態  

2-1 被災地域での食料・飲料水等、生命に関わる物資供給の長期停止 

2-2 多数かつ長期にわたる孤立集落等の同時発生 

2-3 消防・医療施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ルートの途絶による医

療機能の麻痺 

2-4 被災地における感染症等の大規模発生 

 

目標３ 大規模自然災害等の発生直後から必要不可欠な行政機能は確保する。 

起きてはならない最悪の事態  

3-1 行政機関の職員・施設等の被災による機能の大幅な低下 
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目標４ 地域の経済活動を機能不全に陥らせない。 

起きてはならない最悪の事態  

4-1 サプライチェーン（供給連鎖）の寸断等による企業活動等の停滞 

4-2 農業の停滞 

 

 
 サプライチェーンとは、商品の製造から販売まで全ての工程をひとつの連続したシステムと

して捉える考え方のことで、「供給連鎖」と訳されます。 

 

目標５ 

大規模自然災害等発生後であっても、生活・経済活動に必要最低限の情報

通信、電気、ガス、上下水道、燃料、交通ネットワーク等を確保するとと

もに、早期復旧を図る。 

起きてはならない最悪の事態  

5-1 長期にわたる事業活動及び情報通信、エネルギー供給、上下水道施設の停止

による地域経済生活の混乱 

5-2 地域交通ネットワークの機能停止 

 

目標６ 制御不能な二次災害を発生させない。 

起きてはならない最悪の事態  

6-1 市街地での大規模火災の発生 

6-2 沿線･沿道の建物倒壊による直接的な被害及び交通麻痺 

6-3 農地・森林等の荒廃による被害の拡大 

 

目標７ 
大規模自然災害等発生後であっても、地域社会・経済を迅速に再建・回復

する。 

起きてはならない最悪の事態  

7-1 災害廃棄物の処理の停滞により復旧・復興が大幅に遅れる事態 

7-2 復旧・復興を担う人材等の不足により復旧・復興が大幅に遅れる事態 

7-3 地域コミュニティの崩壊、治安の悪化等により復旧・復興が大幅に遅れる事 

態 

 

 

用語解説☞サプライチェーン（供給連鎖） 
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４ 施策分野 

  本計画においては、国・県の計画における個別施策分野及び横断的分野を参考に、

総合計画や総合戦略等の施策分野も勘案し、次のように４つの個別施策分野と２つの

横断的分野を設定しました。 

 (1) 個別施策分野 

  ア 行政機能・情報通信分野（行政、消防・救急、広域連携、連絡体制等） 

  イ 市民生活分野（教育、住宅、保健・福祉、医療等） 

  ウ 産業・経済分野（農林、商工、労政等） 

  エ 社会基盤分野（都市基盤、ライフライン等） 

 (2) 横断的分野 

  ア 協働分野（人材育成、防災意識等） 

  イ 老朽化対策分野（公共施設、社会基盤等） 
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第４章 脆弱性評価                              
 

１ 脆弱性評価の考え方 

  本計画においては、「起きてはならない最悪の事態」を回避するために、現状では

何が不足しているのかを明らかにするために、脆弱性評価を行いました。 

 

２ 脆弱性評価結果 

 (1) 全体事項 

  ア ハード対策とソフト対策の適切な組合せ 

大規模自然災害等から市民及び来訪者の命を守り、被害を最小限に留めるため

には、災害時にも機能する道路交通ネットワークの構築、社会基盤の整備及び建

築物の耐震化等のハード対策と、自主防災組織の育成、防災教育の推進、防災訓

練・防災意識の啓発などソフト対策を組み合わせることが必要です。 

また、社会情勢の変化に応じ、長期的な視点で「自助」、「共助」、「公助」がそ

れぞれの役割を果たせるよう、推進していくことが必要です。 

  イ 代替手段等の確保 

大規模自然災害等に対応するためには、施設の耐震性向上だけでは万全ではあ

りません。特に、行政機能が被災すると、その後の災害対策などに大きな影響が

生じることから、非常用電源、情報伝達システム及び住民情報バックアップシス

テムの整備など、代替機能の確保や伝達経路の複数化等により、代替性を確保・

向上させることが必要です。 

ウ 協働、連携と人材育成の推進 

大規模自然災害等からの迅速な復旧・復興を図るためには、行政内部の連携は

もちろん、民間事業者や団体等と連携し、それぞれのネットワークを活かしなが

ら、生命を守り、経済活動を維持しながら、まちの再建を進めることが必要です。

また、このためにも、各分野を担う人材育成を進めることが必要です。 

 (2) 起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）ごとの脆弱性評価 

  起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）ごとの脆弱性評価は次のとおりで

す。  
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目標１ 
大規模自然災害等が発生したときでも人命の保護が最大限図られ

る。 

事態 1-1 
地震等による建物・交通施設等の複合的・大規模倒壊や住宅密集地における

火災による死傷者の発生 

【住宅の耐震化】 

災害時の安全確保のため、生活の拠点である住宅の耐震化を推進する必要があります。 

【学校の耐震化】 

小中学校の耐震化等、児童・生徒の安全を確保するため適切な維持管理が必要です。

また、避難所としての機能確保・強化が必要です。 

【公共施設等の耐震化】 

耐震化・長寿命化が必要となることから、「奥州市公共施設等総合管理計画」により計

画的かつ戦略的な施設の管理が必要です。 

【公営住宅の老朽化対策】 

計画的な改修・修繕等を進めていますが、老朽化に伴い改修が必要な施設が年々増加

傾向にあります。このことから適切な維持管理を行うとともに、公営住宅の建替や民間

賃貸住宅や空き家等の利活用などの検討が必要です。 

【道路・橋梁等の適切な管理】 

道路整備計画及び橋梁長寿命化計画に基づいて、必要な措置を講じていますが、救助

や救援活動等が迅速に行えるよう、今後も計画的な改修を進める必要があります。 

【地盤等の情報共有】 

 国の「３か年緊急対策」に基づき、大規模盛土造成地変動予測調査（第二次スクリー

ニング）を実施し、大規模盛土造成地の安全性の評価を行う必要があります。 

【都市機能・居住誘導区域の指定】 

 災害ハザードマップ区域から緩やかに区域外への誘導を図るため、各誘導区域を指定

していく必要があり、頻発・激甚化する自然災害に対応するため、災害ハザードエリア

における開発抑制、移転の促進、立地適正化計画の強化など、安全なまちづくりに向け

て総合的に対策を講じる必要があります。 

【都市防災の推進】 

 市街地で想定される災害への対策として、各方面と情報共有に努め、あらゆる防災減

災への取組みを進める必要があります。 

【空き家等対策の推進】 

危険な空き家の解体を促すとともに、移住・定住施策への活用など、総合的な空き家

対策の検討を早急に進める必要があります。 
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【地域支援体制の強化】 

心身に障がいを持つ人など何らかの特別な配慮が必要となる方（要配慮者）について

は、奥州市地域防災計画（以下「地域防災計画」という。）においてその安全確保につい

て定めているところであり、発災時における一連の流れを円滑に行うことができるよう、

関係団体との協働による体制強化が必要です。 

【避難行動要支援者の個別計画の策定】 

上記【地域支援体制の強化】と同様に、避難行動要支援者についてその実態把握に努

め、安全確保を図る必要があります。 

【自主防災組織の育成・強化】 

自主防災組織の組織化及び活動を支援し、市全体の防災体制の強化を図る必要があり

ます。 

事態 1-2 異常気象等による広域かつ長期的な市街地等の浸水 

【ハザードマップの活用】 

地域の危険個所や避難場所を記載した「奥州市ハザードマップ」の周知及び活用につ

いて啓発に努める必要があります。 

【農地整備の促進】 

耕作放棄地等の増加に伴い、農地の持つ洪水調節機能が低下していることから、耕作

放棄地等の荒廃農地の増加を防ぐとともに、農業経営の安定化を図るため、農地整備を

促進する必要があります。 

【国・県管理河川改修の促進】 

国・県管理河川の改修が進められていますが、事業完了まで長期間を要することから

早期の事業完了を国・県に働きかけるとともに、増水による浸水想定区域については、

雨量・水位などの情報提供により、被害の低減を図る必要があります。 

【ため池整備の促進】 

 越水による決壊防止を図るため、県により防災重点農業用ため池の個別適性診断を行

い、必要に応じてため池の改造や修繕等の整備を促進する必要があります。 

事態 1-3 大規模な土砂災害等による多数の死傷者の発生 

【ハザードマップの活用：事態 1-2再掲】 

地域の危険個所や避難場所を記載した「奥州市ハザードマップ」の周知及び活用につ

いて啓発に努める必要があります。 

【土砂災害危険箇所等の周知・解消】 

市内全域に土砂災害危険個所等が散在していることから、ハザードマップにより危険

個所の周知を図る必要があります。また、国・県等と連携を図り、危険個所の解消に向

け必要な事業を促進する必要があります。 
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【大規模盛土造成地マップの活用】 

 大規模に盛土造成された宅地が身近に存在しているかを示した「大規模盛土造成地マ

ップ」を公表しており、このマップの活用方策について啓発に努める必要があります。 

【治山事業の促進】 

森林の荒廃により治水機能が低下し、豪雨による土砂流出等の被害を防止するため、

予防治山や地すべり防止などの事業を促進する必要があります。 

事態 1-4 暴風雪及び豪雪による交通途絶に伴う死傷者の発生 

【除雪体制の強化】 

降雪の状況によっては、除雪作業が遅れ、市民生活に影響を及ぼす可能性があること

から、民間除雪事業者等との連携を強化するとともに、オペレーターの育成等、体制の

さらなる強化が必要です。 

【交通対策の強化】 

市街地においては除雪された雪が交通の支障となることが懸念されることから、速や

かな排雪対策も必要です。 

【関係機関との連携強化】 

交通や情報の遮断により、孤立する集落が発生するおそれがあることから、関係機関

と連携し、被害の低減に取り組む必要があります。 

事態 1-5 情報伝達の不備等による避難行動の遅れ等による多数の死傷者の発生 

【防災行政無線の整備】 

防災情報通信設備を整備し、住民、団体等に対する災害情報の伝達手段の確保に努め

る必要があります。 

【コミュニティＦＭの活用】 

奥州エフエム放送株式会社と「災害時における災害情報等の放送に関する協定書」を

締結しており、適切な運用が図られるよう努める必要があります。 

【防災教育の推進】 

市内小中学校での避難訓練を実施するとともに、これまでの災害の経験を活かし、防

災意識の向上を目指す必要があります。 

【地域支援体制の強化：事態 1-1再掲】 

心身に障がいを持つ人など何らかの特別な配慮が必要となる方（要配慮者）について

は、地域防災計画においてその安全確保について定めているところであり、発災時にお

ける一連の流れを円滑に行うことができるよう、関係団体との協働による体制強化が必

要です。 

【要支援者支援計画の策定：事態 1-1再掲】 

上記【地域支援体制の強化】と同様に、避難行動要支援者についてその実態把握に努

め、安全確保を図る必要があります。 
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目標２ 
大規模自然災害等の発生直後から救助・救急、医療活動等が迅速に

行われる。 

事態 2-1 被災地域での食料・飲料水等、生命に関わる物資供給の長期停止 

【災害時応援協定等の締結】 

県内の自治体間及び広域圏での災害時応援協定をはじめ、民間事業者等と物資提供協

定を締結するなど連携強化を進めており、今後も連携強化に努めるとともに、定期的な

訓練の実施などにより、対応力の向上を図る必要があります。 

【避難所の備蓄・設備強化】 

一定の区域内で拠点となる避難所等に、備蓄食料や小型発電機等を計画的に配備する

ことが必要です。 

【物資調達協定等の締結】 

非常時の物資供給を確保するため、民間事業者と災害時の食料・物資提供に関する協

定を締結しているところであり、より一層連携を深めていく必要があります。 

【幹線道路整備の促進】 

市外との物流を担う幹線道路については、計画的な整備と適切な維持管理が必要とな

ることから、関係機関とも連携し、災害時に物流を妨げないよう配慮していく必要があ

ります。 

【防災訓練の実施】 

市が行う防災訓練のほか、各地域においても避難訓練等を実施するなど、日ごろから

災害に備えているところであり、災害発生時は、住民が自主的に行動することが重要で

あることから、今後も防災知識の普及啓発及び防災意識を高めるために、より実態に即

した防災訓練等に取り組む必要があります。 

【上下水道施設の維持対策】 

各種計画に基づき、老朽化施設は計画的に更新していくとともに、今後も適切な維持

管理として耐震化や長寿命化対策を行い、災害時には長期的な断水がないよう配慮して

整備・改修を進める必要があります。 

事態 2-2 多数かつ長期にわたる孤立集落等の同時発生 

【関係機関との連携強化：事態 1-4再掲】 

交通や情報の遮断により、孤立する集落が発生するおそれがあることから、関係機関

と連携し、被害の低減に取り組む必要があります。 

【道路ネットワークの構築】 

中心部と周辺部を結ぶ道路については、計画的に整備を進めていますが、山間部の路

線等については、急こう配や急カーブなどの危険箇所が多くなっています。このことか

ら、今後も計画的な改良を進めるとともに、アクセス道路の複数化など、孤立集落の発

生を低減する道路ネットワークを整備する必要があります。 
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【ヘリ発着所の確保】 

地域防災計画においては、災害時において、広域的かつ機動的な対応を図るため、ヘ

リコプターによる災害応急対策活動等を実施することとしており、常時安全に離着陸が

できるよう、ヘリポートを管理する必要があります。 

【地域支援体制の強化：事態 1-1再掲】 

心身に障がいを持つ人など何らかの特別な配慮が必要となる方（要配慮者）について

は、地域防災計画においてその安全確保について定めているところであり、発災時にお

ける一連の流れを円滑に行うことができるよう、関係団体も含めた体制強化が必要です。 

【要支援者支援計画の策定：事態 1-1再掲】 

上記【地域支援体制の強化】と同様に、避難行動要支援者についてその実態把握に努

め、安全確保を図る必要があります。 

【道路・橋梁等の適切な管理：事態 1-1再掲】 

道路整備計画及び橋梁長寿命化計画に基づいて、必要な措置を講じているところでは

ありますが、救助や救援活動等が迅速に行えるよう、今後も計画的な改修を進める必要

があります。 

事態 2-3 
消防・医療施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ルートの途絶による

医療機能の麻痺 

【消防・救急体制の強化】 

常備消防業務は奥州金ケ崎行政事務組合で行っており、日ごろから市消防団との連携

を強化する取り組みを進めています。また、消防・救急車両をはじめとした資機材につ

いても、計画的な更新を行っているところです。今後も引き続き消防団との連携強化を

進めるとともに、医療機関を含めた消防・救急・救助の体制整備を進める必要がありま

す。また、人口減少などの要因により、消防団員の確保が困難となっていることから、

引き続き団員確保に努めるとともに、自主防災組織等、地域住民の協力により、防災力

強化に取り組む必要があります。 

【医療体制の強化】 

社団法人奥州市医師会と「災害時の医療救護活動に関する協定書」を締結し、災害が

発生した場合の医療体制確保に努めています。災害時における医療救護活動を迅速かつ

適切に行うため、今後も各医療機関と密接な連携を図る必要があります。 

【広域医療体制の構築】 

地震等の広域災害発生時の体制整備を進めているものの、隣接する市町等との協議は

行われていません。経済圏・生活圏も踏まえ、隣接市町との医療連携も進める必要があ

ります。 
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【避難所の維持管理】 

避難所に指定している公共施設については、緊急時に支障の無いよう、適切な維持管

理に努めているところです。今後も計画的な維持修繕を行い、必要に応じて避難所の見

直しを行ってく必要があります。 

【医療・保健・福祉の連携強化】 

奥州市医師会をはじめ、関係機関とはすでに協力・連携関係が構築されているところ

ですが、避難行動要支援者に加え、要介護者や来訪者への対応も必要になることから、

医療・保健・福祉の関係機関が平時から情報共有を図り、地域災害医療体制の確立に向

けた検討をさらに進めることが必要です。 

【健康診断・指導体制の充実】 

避難所における感染症予防活動の一環として、健康診断や保健指導の充実を図ること

が必要です。また、こころのケアについても同様に、相談体制の強化が必要となります。 

【性別・性差・性指向（ＬＧＢＴ）に配慮した支援】 

避難生活による環境変化や役割の偏重などのストレスにより、心身に不調を来すケー

スが予想されます。日ごろから、性別・性差・性指向（ＬＧＢＴ）について理解を深め、

お互いを尊重する意識啓発に取り組むとともに、相談体制の充実を図る必要があります。 

【応急手当講習会等の開催】 

災害発生の初期においては、地域住民が相互に応急手当を行うケースが想定されます。

このことから、応急手当講習会等の開催により、自助・共助の重要性を含め、非常時に

も実践できる知識や技術等を身に着けられる活動に取り組む必要があります。 

【都市機能寸断時のバックアップ体制構築】 

 非常用発電設備等、電気については各施設で整備が進んでいますが、水道、ガス及び

通信等が寸断された場合の対応については脆弱な部分があることから、バックアップ体

制の一層の強化を目指す必要があります。 

【交通ネットワークの形成】 

 道路や線路、公共交通機関自体が被災した場合は運休となり、利用者の移動が制限さ

れ、帰宅困難者の発生が想定されることから、公共交通の運休時における代替輸送の実

施や、被災箇所を迂回するバスの運行など、災害時の業務継続の代替整備に向け、運行

事業者と連携し、検討を進める必要があります。 

【自主防災組織の育成・強化：事態 1-1再掲】 

自主防災組織の組織化及び活動に係る支援に取組み、市全体の防災体制の強化を図る

必要があります。 

【道路・橋梁等の適切な管理：事態 1-1再掲】 

道路整備計画及び橋梁長寿命化計画に基づいて、必要な措置を講じていますが、救助

や救援活動等が迅速に行えるよう、今後も計画的な改修を進める必要があります。 
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【幹線道路整備の促進：事態 2-1再掲】 

市外との物流を担う幹線道路については、計画的な整備と適切な維持管理が必要とな

ることから、関係機関とも連携し、災害時に物流を妨げないよう配慮していく必要があ

ります。 

事態 2-4 被災地における感染症等の大規模発生 

【感染症対策における健康管理の強化】 

生活環境の変化やストレスにより被災者の健康状態が悪化し、感染症の発生が予測さ

れるため、医師と保健師が連携し、被災者に対する相談・指導により感染症等の発生を

抑制するとともに、不安感の低減を図る必要があります。 

【感染症対策におけるマスクや消毒薬等の備蓄】 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、全国的にマスクや消毒薬が品薄

となりました。こうした経験から、避難所等における感染拡大を防止するため、必要物

品の備蓄が必要です。 

【し尿処理体制の強化・連携】 

地域防災計画において必要な事項を定めており、その確実な実施について体制の再確

認が必要です。 

 

 

 性指向（ＬＧＢＴ）とは、Lesbian（レズビアン、女性同性愛者）、Gay（ゲイ、男性同性愛者）、

Bisexual（バイセクシュアル、両性愛者）、Transgender（トランスジェンダー、性別越境者）の

頭文字をとった単語で、セクシュアル・マイノリティ（性的少数者）の総称のひとつです。 

 

目標３ 
大規模自然災害等の発生直後から必要不可欠な行政機能は確保す

る。 

事態 3-1 行政機関の職員・施設等の被災による機能の大幅な低下 

【庁舎の耐震化と機能強化】 

災害時に防災拠点となる、本庁舎、総合支所及び消防署等については耐震化済みです。

耐震化済みの庁舎については、今後も適切な維持管理に努めるとともに、非常用発電設

備の整備、情報収集・発信手段の多様化など、災害拠点としての機能強化を図る必要が

あります。 

【業務継続計画（ＢＣＰ）の策定】 

災害時に重要業務を継続するため、業務継続計画を策定するなど、機能維持について

の体制を整備する必要があります。 

用語解説☞性指向（ＬＧＢＴ） 
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【住民データの保全】 

住民の個人データ等については、適切なバックアップ体制を確保しています。災害時

に住民データを復旧する体制の整備、また、庁舎間で共有するため通信手段の確保等に

ついて強化していく必要があります。 

【コミュニティＦＭの活用：事態 1-5再掲】 

奥州エフエム放送株式会社と「災害時における災害情報等の放送に関する協定書」を

締結していることから、適切な運用が図られるよう努める必要があります。 

【職員の時差出勤・交替勤務】 

感染症の拡大防止の観点から、職員の交替勤務等を行い、職員間での感染拡大を防止

する必要があります。 

 

 

 業務継続計画（Business Continuity Plan）とは、業務継続計画とは、災害時に人、物、情

報等利用できる資源に制約がある状況下において、優先的に実施すべき業務（非常時優先業務）

を特定するとともに、業務の執行体制や対応手順、継続に必要な資源の確保等をあらかじめ定め

る計画です。 

 

目標４ 地域の経済活動を機能不全に陥らせない。 

事態 4-1 サプライチェーン（供給連鎖）の寸断等による企業活動等の停滞 

【企業等における業務継続体制の強化】 

サプライチェーン（供給連鎖）の寸断により、市内の企業活動が停止する恐れがあり

ます。このことから、市内企業等の業務継続計画（ＢＣＰ）の策定を促進するため、計

画の必要性について普及、啓発に努めていく必要があります。 

【幹線道路整備の促進：事態 2-1再掲】 

市外との物流を担う幹線道路については、計画的な整備と適切な維持管理が必要とな

ることから、関係機関とも連携し、災害時に物流を妨げないよう配慮していく必要があ

ります。 

事態 4-2 農業の停滞 

【農林業生産施設の耐震化】 

農業施設の倒壊等により、長期にわたって生産活動等が停滞する恐れがあることから、

関係団体と連携し、集荷施設や荷捌所など、施設の耐震化を推進する必要があります。 

 

 

用語解説☞業務継続計画（ＢＣＰ） 
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目標５ 

大規模自然災害等発生後であっても、生活・経済活動に必要最低限

の情報通信、電気、ガス、上下水道、燃料、交通ネットワーク等を

確保するとともに、早期復旧を図る。 

事態 5-1 
長期にわたる事業活動及び情報通信、エネルギー供給、上下水道施設の停

止による地域経済生活の混乱 

【情報の収集・伝達手段の確保・充実】 

情報提供手段の確保については、計画的な取り組みを進めています。今後は収集手段

の体制強化を検討する必要があります。また、防災拠点の被災を想定した伝達体制の整

備も必要です。 

【省エネルギー住宅の普及・推進】 

エネルギーコストや環境負荷の低減、ヒートショック防止などに向けた、高気密高断

熱の住宅整備の普及を図る必要があります。 

【企業等における業務継続体制の強化：事態 4-1再掲】 

サプライチェーン（供給連鎖）の寸断により、市内の企業活動が停止する恐れがあり

ます。このことから、市内企業等の業務継続計画（ＢＣＰ）の策定を促進するため、計

画の必要性について普及、啓発に努めていく必要があります。 

【再生可能エネルギーの導入促進】 

再生可能エネルギーは、災害時に自立的なエネルギーとなることが期待されることか

ら、施設や地域特性に応じた普及・導入を進める必要があります。 

【労働力の確保と人材育成】 

 求職者と求人企業とのマッチングについて改めて検討を行い、新規学卒者、女性、高

齢者及び高齢者が活躍できる、既存の就業形態にとらわれない雇用を推進する必要があ

ります。 

【上下水道施設の維持対策：事態 2-1再掲】 

各種計画に基づき、老朽化施設は計画的に更新していくとともに、今後も適切な維持

管理として耐震化や長寿命化対策を行い、災害時には長期的な断水がないよう配慮して

整備・改修を進める必要があります。 

事態 5-2 地域交通ネットワークの機能停止 

【公共交通体制の強化】 

地域防災計画においては、バス事業者等と連携し応急対策を行うこととしており、具

体的な対応方法等について検討が必要です。また、市の面積が広く、集落が点在してい

るため、路線バス事業者だけに限定せず、タクシー業者、観光バス事業者等も含めた体

制整備が必要です。 
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【交通ネットワークの形成：事態 2-3再掲】 

 道路や線路、公共交通機関自体が被災した場合は運休となり、利用者の移動が制限さ

れ、帰宅困難者の発生が想定されることから、公共交通の運休時における代替輸送の実

施や、被災箇所を迂回するバスの運行など、災害時の業務継続の代替整備に向け、運行

事業者と連携し、検討を進める必要があります。 

【道路・橋梁等の適切な管理：事態 1-1再掲】 

道路整備計画及び橋梁長寿命化計画に基づいて、必要な措置を講じていますが、救助

や救援活動等が迅速に行えるよう、今後も計画的な改修を進める必要があります。 

 

 

 ヒートショックとは、暖かい部屋から寒い部屋への移動など、温度の急な変化によって血圧

が上下し、脳内出血や大動脈解離、心筋梗塞、脳梗塞など、体にダメージが生じる現象のことで

す。 

 

目標６ 制御不能な二次災害を発生させない。 

事態 6-1 市街地での大規模火災の発生 

【消防・救急体制の強化：事態 2-3再掲】 

常備消防業務は奥州金ケ崎行政事務組合で行っており、日ごろから市消防団との連携

を強化する取り組みを進めています。また、消防・救急車両をはじめとした、資機材に

ついても計画的な更新を行っているところです。今後も引き続き消防団との連携強化を

進めるとともに、医療機関を含めた消防・救急・救助の体制整備を進める必要がありま

す。また、人口減少などの要因により、消防団員の確保が困難となっていることから、

引き続き団員確保に努めるとともに、自主防災組織等、地域住民の協力により、防災力

強化に取り組む必要があります。 

【避難地・避難路・延焼遮断帯の確保等密集市街地対策】 

 避難地等となる公園・緑地・広場等の整備、帰宅困難者対策に資する公園緑地の活用

及び延焼防止等に資する緑地の確保等の整備を進める必要があります。 

【空き家等対策の推進：事態 1-1再掲】 

危険な空き家の解体を促すとともに、移住・定住施策への活用など、総合的な空き家

対策の検討を早急に進める必要があります。 

【自主防災組織の育成・強化：事態 1-1再掲】 

自主防災組織の組織化及び活動を支援し、市全体の防災体制の強化を図る必要があり

ます。 

用語解説☞ヒートショック 
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事態 6-2 沿線･沿道の建物倒壊による直接的な被害及び交通麻痺 

【空き家等対策の推進：事態 1-1再掲】 

危険な空き家の解体を促すとともに、移住・定住施策への活用など、総合的な空き家

対策の検討を早急に進める必要があります。 

【道路・橋梁等の適切な管理：事態 1-1再掲】 

道路整備計画及び橋梁長寿命化計画に基づいて、必要な措置を講じていますが、救助

や救援活動等が迅速に行えるよう、今後も計画的な改修を進める必要があります。 

【地盤等の情報共有：事態 1-1再掲】 

国の「３か年緊急対策」に基づき、大規模盛土造成地変動予測調査（第二次スクリー

ニング）を実施し、大規模盛土造成地の安全性の評価を行う必要があります。 

事態 6-3 農地・森林等の荒廃による被害の拡大 

【農林業の後継者等の育成】 

農林畜産業等においては、従事者の高齢化、後継者不足等により、事業継承が難しく

なっています。国の支援制度等により、後継者の確保・育成や中心経営体の育成を進め

るとともに、担い手への集約化など、災害発生後も農林業が継続する体制を確立させる

必要があります。 

【農地整備の促進：事態 1-2再掲】 

耕作放棄地等の増加に伴い、農地の持つ洪水調節機能が低下していることから、耕作

放棄地等の荒廃農地の増加を防ぐとともに、農業経営の安定化を図るため、農地整備を

促進する必要があります。 

【治山事業の促進：事態 1-3再掲】 

森林の荒廃により治水機能が低下し、豪雨による土砂流出等の被害を防止するため、

予防治山や地すべり防止などの事業を促進する必要があります。 

【農林業生産施設の耐震化：事態 4-2再掲】 

農業施設の倒壊等により、長期にわたって生産活動等が停滞する恐れがあることから、

関係団体と連携し、集荷施設や荷捌所など、施設の耐震化を推進する必要があります。 

 

目標７ 
大規模自然災害等発生後であっても、地域社会・経済を迅速に再建・

回復する。 

事態 7-1 災害廃棄物の処理の停滞により復旧・復興が大幅に遅れる事態 

【廃棄物処理・障害物除去計画推進の体制整備】 

地域防災計画の「廃棄物処理・障害物除去計画」を実行するための体制を構築するこ

とが必要です。 
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事態 7-2 復旧・復興を担う人材等の不足により復旧・復興が大幅に遅れる事態 

【ボランティア受入態勢の整備】 

 災害初期から再建までは、多くの人の協力が必要となりますが、被災者の需要を調整

する体制が脆弱です。奥州市社会福祉協議会等との連携を強化し、復旧・復興にかかる

被災者の需要を調整しながら、早期の再建を進める体制整備が必要です。 

【子育て支援の充実】 

 災害初期から再建までの期間においては、保護者が身近に相談できる場所や、子ども

たちの遊びの場の提供等、子育ての環境整備が求められます。「被災者の子育て」の視点

に立ったきめ細かいサービスの提供のため、保育所をはじめとした保育事業施設の活用、

小学校との連携、保育士等の資格を有したボランティアの活用等により、保護者が気軽

に相談でき、子どもたちが元気に遊ぶことができる環境を提供する必要があります。 

【芸術文化の振興とスポーツの推進】 

 災害からの再建期間においては、被災者の心をケアすることが重要であることから、

心の豊かさをもたらし、人との交流機会となる、芸術・文化・スポーツの振興を進める

必要があります。 

【労働力の確保と人材育成：事態 5-1再掲】 

 求職者と求人企業とのマッチングについて改めて検討を行い、新規学卒者、女性、高

齢者及び高齢者が活躍できる、既存の就業形態にとらわれない雇用を推進する必要があ

ります。 

【農林業の後継者等の育成：事態 6-3再掲】 

農林畜産業等においては、従事者の高齢化、後継者不足等により、事業継承が難しく

なっています。国の支援制度等により、後継者の確保・育成や中心経営体の育成を進め

るとともに、担い手への集約化など、災害発生後も農林業が継続する体制を確立させる

必要があります。 

事態 7-3 
地域コミュニティの崩壊、治安の悪化等により復旧・復興が大幅に遅れる

事態 

【防災行政無線の整備：事態 1-5再掲】 

防災情報通信設備を整備し、住民、団体等に対する災害情報の伝達手段の確保に努め

る必要があります。 

【コミュニティＦＭの活用：事態 1-5再掲】 

奥州エフエム放送株式会社とは「災害時における災害情報等の放送に関する協定書」

を締結しており、適切な運用が図られるよう努める必要があります。 

【道路ネットワークの構築：事態 2-2再掲】 

中心部と周辺部を結ぶ道路については、計画的に整備を進めていますが、山間部の路
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線等については、急こう配や急カーブなどの危険箇所が多くなっています。このことか

ら、今後も計画的な改良を進めるとともに、アクセス道路の複数化など、孤立集落の発

生を低減する道路ネットワークを整備する必要があります。 

【地籍調査の推進】 

 地籍調査を行うことで、災害時の迅速な復旧・復興につながり、公共事業の円滑化を

図ることが出来るため、継続して調査を行う必要があります。 

【地域コミュニティの再構築】 

 人口減少や少子・高齢化により、地域コミュニティの弱体化が進行しており、振興会

や自治会単位での復旧・復興に携わる人材確保が難しくなっていることから、人材不足

を相互に補う体制等を確立する必要があります。 
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第５章 脆弱性評価結果に基づく対応方策                    
 前章で示した脆弱性評価結果を踏まえた、起きてはならない最悪の事態ごと及び施策

分野ごとの対応方策は次のとおりです。 

 

１ 起きてはならない最悪の事態ごとの対応方策 

目標１ 
大規模自然災害等が発生したときでも人命の保護が最大限図られ

る。 

事態 1-1 
地震等による建物・交通施設等の複合的・大規模倒壊や住宅密集地にお

ける火災による死傷者の発生 

【住宅の耐震化】 

・ 住宅の耐震化を進める。 

【学校の耐震化】 

・ 校舎、屋内運動場の耐震化を進める。 

【公共施設等の耐震化】 

・ 「奥州市公共施設等総合管理計画」に基づく管理を進める。 

【公営住宅の老朽化対策】 

・ 適切な維持管理に努め、計画的な改修を進める。 

・ 適切な戸数や配置等について、廃止・建替を含め検討する。 

【道路・橋梁等の適切な管理】 

・ 計画的な維持修繕や改修を進める。 

【空き家等対策の推進】 

・ 空き家の適正管理や移住定住施策など、総合的な対策を進める。 

【地域支援体制の強化】 

・ 要配慮者の受け入れ可能人数を増やす。 

・ 福祉避難所の体制整備を進める。 

・ 関係機関と連携を強化し課題の共有などに努める。 

【避難行動要支援者の個別計画の策定】 

・ 避難行動要支援者について実態把握に努める。 

【自主防災組織の育成】 

・ 自主防災組織の支援に取り組む。 

・ 市全体の防災体制の強化を図る。 

【大規模盛土造成地マップの活用】 

・ 「大規模盛土造成地マップ」の周知及び活用について啓発する。 
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【大規模盛土造成地の安全性の評価】 

・ 大規模盛土造成地変動予測調査（第二次スクリーニング）の結果に基づく安全性の

評価を行う 

【公園・緑地・広場の整備】 

・ 帰宅困難者対策に資する公園緑地の活用を進める。 

・ 避難地等となる公園・緑地・広場の整備を進める。 

・ 延焼防止等に資する緑地の確保等の整備で進める。 

事態 1-2 異常気象等による広域かつ長期的な市街地等の浸水 

【ハザードマップの活用】 

・ 「奥州市ハザードマップ」の周知及び活用について啓発する。 

【農地整備の促進】 

・ 耕作放棄地等の荒廃農地の増加を防ぐ。 

・ 農地整備を促進する。 

【国・県管理河川改修の促進】 

・ 早期の事業完了を国、県に働きかける。 

【市管理河川の適切な管理】 

・ 適切な維持管理を行うとともに、計画的な改修を進める。 

【ため池整備の促進】 

・ 県による個別適性診断を実施する。 

・ 防災重点農業用ため池の整備を促進する。 

事態 1-3 大規模な土砂災害等による多数の死傷者の発生 

【ハザードマップの活用：事態 1-2再掲】 

・ 「奥州市ハザードマップ」の周知及び活用について啓発する。 

【土砂災害危険箇所等の周知・解消】 

・ 土砂災害危険箇所等を住民に周知することにより、早期の避難を促す。 

・ 適切な土地利用の誘導、危険箇所の対策工事などを進める。 

・ 住宅・建築物安全ストック形成事業（がけ地近接等危険住宅移転事業）などにより、

危険住宅の移転を進める。 

【治山事業の促進】 

・ 造林や間伐を進める。 

・ 予防治山、地すべり防止などの事業を促進する。 

事態 1-4 暴風雪及び豪雪による交通途絶に伴う死傷者の発生 

【除雪体制の強化】 

・ 住民との協力体制の構築や、業務委託内容の改善などで、体制強化を図る。 

【交通対策の強化】 

・ 交通機能と住民生活を維持するための取り組みを進める。 
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【関係機関との連携強化】 

・ 孤立の恐れがある集落の連絡体制を強化する。 

・ 事前に世帯状況を把握した避難訓練などを実施する。 

事態 1-5 情報伝達の不備等による避難行動の遅れ等による多数の死傷者の発生 

【防災情報通信設備の整備】 

・ 多様な情報伝達手段を確保する。 

【コミュニティＦＭの活用】 

・ 放送設備等の適切な維持管理に努める。 

・ 災害時の情報発信について、放送事業者と連携しながら適切な運用を図る。 

【防災教育の推進】 

・ 学校・家庭・地域等が連携した防災教育を進める。 

・ 授業時間以外の避難訓練を実施する。 

・ 過去の経験を風化させないよう、「復興教育」の充実を図る。 

【地域支援体制の強化：事態 1-1再掲】 

・ 要配慮者の受け入れ可能人数を増やす。 

・ 福祉避難所の体制整備を進める。 

・ 関係機関と連携を強化し課題の共有などに努める。 

【避難行動要支援者の個別計画の策定：事態 1-1再掲】 

・ 避難行動要支援者について実態把握に努める。 

 

目標２ 
大規模自然災害等の発生直後から救助・救急、医療活動等が迅速に

行われる。 

事態 2-1 被災地域での食料・飲料水等、生命に関わる物資供給の長期停止 

【災害時応援協定等の締結】 

・ 連携強化に努めるとともに、対応力の向上を図る。 

【避難所の備蓄・設備強化】 

・ 備蓄食料や設備等を計画的に配備する。 

【物資調達協定等の締結】 

・ 社会状況の変化も踏まえながら、事業者と連携を深める。 

【幹線道路整備の促進】 

・ 計画的な整備を進める。 

・ 構造物や電柱等が災害時に物流を妨げないよう配慮する。 

【防災訓練の実施】 

・ あらゆる事態を想定し、防災訓練の充実を図る。 
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【上下水道施設の維持対策】 

・ 適切な維持管理を行うとともに、計画的な改修を進める。 

・ し尿処理業者と連携する。 

事態 2-2 多数かつ長期にわたる孤立集落等の同時発生 

【関係機関との連携強化：事態 1-4再掲】 

・ 孤立の恐れがある集落の連絡体制を強化する。 

・ 事前に世帯状況を把握した避難訓練などを実施する。 

【道路ネットワークの構築】 

・ 計画的な整備及び改良を進める。 

・ アクセス道路の複数化など、道路ネットワークを整備する。 

【ヘリ発着所の確保】 

・ ヘリコプターによる救助に備え、発着場所の確保を進める。 

・ 定期的な調査及び補修を含めた維持管理を進める。 

【地域支援体制の強化：事態 1-1再掲】 

・ 要配慮者の受け入れ可能人数を増やす。 

・ 福祉避難所の体制整備を進める。 

・ 関係機関と連携を強化し課題の共有などに努める。 

【避難行動要支援者の個別計画の策定：事態 1-1再掲】 

・ 避難行動要支援者について実態把握に努める。 

事態 2-3 
消防・医療施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ルートの途絶によ

る医療機能の麻痺 

【消防・救急体制の強化】 

・ 消防車両、資機材及び消防屯所の計画的な更新・整備に努める。 

・ 実践的な訓練等を実施し、消防団員の災害対応力の向上を図る。 

・ 医療機関等を含めた、消防・救急・救助の体制強化を図る。 

・ 防火水槽や消火栓などの消防水利の整備等を推進し、消防力の向上を図る。 

・ 消防庁舎の定期的な点検と適切な修繕や維持管理に努める。 

・ 消防屯所の定期的な点検と適切な修繕や維持管理に努める。 

【医療体制の強化】 

・ 災害時における医療救護活動を迅速かつ適切に行うため、関係機関と密接な連携を

図る。 

・ 医師・看護師等の確保に努める。 

【広域医療体制の構築】 

・ 経済圏・生活圏も踏まえ、隣接市町との医療連携に努める。 
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【避難所の維持管理】 

・ 避難所に指定している公共施設について計画的な維持修繕を行う。 

・ 必要に応じて避難所の見直しを行う。 

【医療・保健・福祉の連携強化】 

・ 関係機関が平時から情報共有を図り、地域災害医療体制の確立に向けた検討を進め

る。 

【健康診断・指導体制の充実】 

・ 保健師等による巡回相談、訪問指導、健康教育及び健康診断等の実施体制を整備す

る。 

・ 人材の育成を行い、こころの健康相談の実施体制を確保する。 

【性別・性差・性指向（ＬＧＢＴ）に配慮した支援】 

・ 性別・性差・性指向（ＬＧＢＴ）についての理解を深め相互に尊重する意識啓発に取

り組む。 

・ 相談体制の充実を図る。 

【応急手当講習会等の開催】 

・ 講習会等の開催により、普及・啓発に取り組む。 

【都市機能寸断時のバックアップ体制構築】 

・ 都市機能が寸断したケースを想定し、医療体制を構築する。 

【交通ネットワークの形成】 

・ 災害時において公共交通の運行情報を速やかに利用者に提供するための体制を整備

する。 

・ 運行ルート上の被災状況を運行事業者に速やかに伝えるための体制を整備する。 

【自主防災組織の育成：事態 1-1再掲】 

・ 自主防災組織の支援に取り組む。 

・ 市全体の防災体制の強化を図る。 

【道路・橋梁等の適切な管理：事態 1-1再掲】 

・ 計画的な維持修繕や改修を進める。 

【幹線道路整備の促進：事態 2-1再掲】 

・ 計画的な整備を進める。 

・ 構造物や電柱等が災害時に物流を妨げないよう配慮する。 

事態 2-4 被災地における感染症等の大規模発生 

【感染症対策における健康管理の強化】 

・ 避難所において被災者の健康チェックを行う。 

・ 感染症が疑われる場合は、速やかに受診させるとともに、必要に応じて隔離するな

ど感染拡大に努める。 
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【感染症対策におけるマスクや消毒薬等の備蓄】 

・ 手洗い等衛生管理の普及啓発を行うとともに、マスクや消毒液等の衛生資材の確保

を図る。 

【し尿処理体制の強化・連携】 

・ 業者等との連携を図り、被災地域での衛生環境の確保を図る。 

 

目標３ 
大規模自然災害等の発生直後から必要不可欠な行政機能は確保す

る。 

事態 3-1 行政機関の職員・施設等の被災による機能の大幅な低下 

【庁舎の耐震化と機能強化】 

・ 適切な維持管理に努める。 

・ 非常用発電設備の整備、情報収集・発信手段の多様化など、災害拠点としての機能強

化を図る。 

【業務継続計画の策定】 

・ 策定済の業務継続計画について、職員への周知を図るとともに、継続的な見直しを

行う。 

【住民データの保全】 

・ 住民データを復旧する体制の整備を図る。 

・ 庁舎間でのデータ共有のため、通信手段を強化する。 

・ 自治体クラウドなど災害に強い情報システムの導入を図る。 

【コミュニティＦＭの活用：事態 1-5再掲】 

・ 放送設備等の適切な維持管理に努める。 

・ 災害時の情報発信について、放送事業者と連携しながら適切な運用を図る。 

【職員の時差出勤・交替勤務】 

・ 感染症が発生した際に、職員の交替勤務等を行い、職員間での感染拡大を防止する。 

 

目標４ 地域の経済活動を機能不全に陥らせない。 

事態 4-1 サプライチェーン（供給連鎖）の寸断等による企業活動等の停滞 

【企業等における業務継続体制の強化】 

・ 市内企業等のＢＣＰ（業務継続計画）の策定を促進する。 

【幹線道路整備の促進：事態 2-1再掲】 

・ 計画的な整備を進める。 

・ 構造物や電柱等が災害時に物流を妨げないよう配慮する。 
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事態 4-2 農業の停滞 

【農林業生産施設の耐震化】 

・ 農林業生産施設の耐震化を進める。 

 

目標５ 

大規模自然災害等発生後であっても、生活・経済活動に必要最低限

の情報通信、電気、ガス、上下水道、燃料、交通ネットワーク等を

確保するとともに、早期復旧を図る。 

事態 5-1 
長期にわたる事業活動及び情報通信、エネルギー供給、上下水道施設の

停止による地域経済生活の混乱 

【情報の収集・伝達手段の確保・充実】 

・ 報提供体制の充実を図る。 

・ 防災拠点の被災を想定した伝達体制の整備を進める。 

・ 被災情報の収集体制の整備や集約できる体制の整備を進める。 

【省エネルギー住宅の普及・推進】 

・ エネルギーコストや環境負荷の低減に資する住宅整備の普及を図る。 

【企業等における業務継続体制の強化：事態 4-1再掲】 

・ 市内企業等のＢＣＰ（業務継続計画）の策定を促進する。 

【再生可能エネルギーの導入促進】 

・ 施設や地域特性に応じた再生可能エネルギーの普及・導入を進める。 

【労働力の確保と人材育成】 

・ 求人企業と求職者のマッチング機能を高める。 

・ 女性や高齢者、障がい者が活躍できる雇用を推進する。 

・ 公共工事（市営建設工事）の施行時期の平準化を図る。 

【上下水道施設の維持対策：事態 2-1再掲】 

・ 適切な維持管理を行うとともに、計画的な改修を進める。 

事態 5-2 地域交通ネットワークの機能停止 

【公共交通体制の強化】 

・ 災害時の運行状況を早期に利用者へ提供するための体制を整備する。 

・ 運行の可否を速やかに行い、危険な運行を行わないよう留意する。 

・ 路線バス事業者だけに限定せず、他事業者等も含めた体制整備を進める。 

【交通ネットワークの形成：事態 2-3再掲】 

・ 災害時において公共交通の運行情報を速やかに利用者に提供するための体制を整備

する。 

・ 運行ルート上の被災状況を運行事業者に速やかに伝えるための体制を整備する。 
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【道路・橋梁等の適切な管理：事態 1-1再掲】 

・ 計画的な維持修繕や改修を進める。 

 

目標６ 制御不能な二次災害を発生させない。 

事態 6-1 市街地での大規模火災の発生 

【消防・救急体制の強化：事態 2-3再掲】 

・ 消防車両、資機材及び消防屯所の計画的な更新・整備に努める。 

・ 実践的な訓練等を実施し、消防団員の災害対応力の向上を図る。 

・ 医療機関等を含めた、消防・救急・救助の体制強化を図る。 

・ 防火水槽や消火栓などの消防水利の整備等を推進し、消防力の向上を図る。 

・ 消防庁舎の定期的な点検と適切な修繕や維持管理に努める。 

・ 消防屯所の定期的な点検と適切な修繕や維持管理に努める。 

【空き家等対策の推進：事態 1-1再掲】 

・ 空き家の適正管理や移住定住施策など、総合的な対策を進める。 

【自主防災組織の育成：事態 1-1再掲】 

・ 自主防災組織の支援に取り組む。 

・ 自主防災組織に対し、装備品の充実を促す。 

【公園・緑地・広場の整備】 

・ 帰宅困難者対策に資する公園緑地の活用を進める。 

・ 避難地等となる公園・緑地・広場の整備を進める。 

・ 延焼防止等に資する緑地の確保等の整備で進める。 

事態 6-2 沿線･沿道の建物倒壊による直接的な被害及び交通麻痺 

【空き家等対策の推進：事態 1-1再掲】 

・ 空き家の適正管理や移住定住施策など、総合的な対策を進める。 

【道路・橋梁等の適切な管理：事態 1-1再掲】 

・ 計画的な維持修繕や改修を進める。 

事態 6-3 農地・森林等の荒廃による被害の拡大 

【農林業の後継者等の育成】 

・ 後継者の確保・育成や中心経営体の育成を進める。 

・ 担い手への集約化など、災害発生後も農林業が継続する体制を確立させる。 

【農地整備の促進：事態 1-2再掲】 

・ 耕作放棄地等の荒廃農地の増加を防ぐ。 

・ 農地整備を促進する。 

【ため池整備の促進】 

・ 県による個別適性診断を実施する。 
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・ 防災重点農業用ため池の整備を促進する。 

【治山事業の促進：事態 1-3再掲】 

・ 造林や間伐を進める。 

・ 予防治山、地すべり防止などの事業を促進する。 

【農林業生産施設の耐震化：事態 4-2再掲】 

・ 農林業生産施設の耐震化を進める。 

 

目標７ 
大規模自然災害等発生後であっても、地域社会・経済を迅速に再建・

回復する。 

事態 7-1 災害廃棄物の処理の停滞により復旧・復興が大幅に遅れる事態 

【廃棄物処理・障害物除去計画推進の体制整備】 

・ 地域防災計画の「廃棄物処理・障害物除去計画」を実行するための体制を構築する。 

事態 7-2 復旧・復興を担う人材等の不足により復旧・復興が大幅に遅れる事態 

【ボランティア受入態勢の整備】 

・ 奥州市社会福祉協議会等との連携を強化し、あらかじめボランティアの受入体制を

整備する。 

・ 被災者の需要を調整できる体制整備を進める。 

【子育て支援の充実】 

・ 認定こども園、保育所、小学校等の連携を強化し、保護者が相談できる体制整備を図

る。 

【芸術文化の振興とスポーツの推進】 

・ 芸術、文化及びスポーツの振興を進める。 

【労働力の確保と人材育成：事態 5-1再掲】 

・ 求人企業と求職者のマッチング機能を高める。 

・ 女性や高齢者、障がい者が活躍できる、雇用を推進する。 

・ 公共工事（市営建設工事）の施行時期の平準化を図る。 

【農林業の後継者等の育成：事態 6-3再掲】 

・ 後継者の確保・育成や中心経営体の育成を進める。 

・ 担い手への集約化など、災害発生後も農林業が継続する体制を確立させる。 

事態 7-3 
地域コミュニティの崩壊、治安の悪化等により復旧・復興が大幅に遅れ

る事態 

【防災情報通信設備の整備：事態 1-5再掲】 

・ 多様な情報伝達手段を確保する。 
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【コミュニティＦＭの活用：事態 1-5再掲】 

・ 放送設備等の適切な維持管理に努める。 

・ 災害時の情報発信について、放送事業者と連携しながら適切な運用を図る。 

【道路ネットワークの構築：事態 2-2再掲】 

・ 計画的な整備及び改良を進める。 

・ アクセス道路の複数化など、道路ネットワークを整備する。 

【地籍調査の推進】 

・ 継続的な地籍調査事業を進める。 

【地域コミュニティの再構築】 

 振興会や自治会単位での復旧・復興に携わる人材不足を相互に補う体制等を確立する。 

 

２ 施策分野ごとの対応方策 

個別施策分野１ 
行政機能・情報通信分野（行政、消防・救急、広域連携、連絡

体制等） 

【庁舎の耐震化と機能強化】 

・ 適切な維持管理に努める。 

・ 非常用発電設備の整備、情報収集・発信手段の多様化など、災害拠点としての機能強

化を図る。 

【情報の収集・伝達手段の確保・充実】 

・ 報提供体制の充実を図る。 

・ 防災拠点の被災を想定した伝達体制の整備を進める。 

・ 被災情報の収集体制の整備や集約できる体制の整備を進める。 

【業務継続計画の策定】 

・ 策定済の業務継続計画について、職員への周知を図るとともに、継続的な見直しを

行う。 

【住民データの保全】 

・ 住民データを復旧する体制の整備を図る。 

・ 庁舎間でのデータ共有のため、通信手段を強化する。 

・ 自治体クラウドなど災害に強い情報システムの導入を図る。 

【公共施設等の耐震化】 

・ 「奥州市公共施設等総合管理計画」に基づく管理を進める。 

【関係機関との連携強化】 

・ 孤立の恐れがある集落の連絡体制を強化する。 

・ 事前に世帯状況を把握した避難訓練などを実施する。 
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【防災情報通信設備の整備】 

・ 多様な情報伝達手段を確保する。 

【コミュニティＦＭの活用】 

・ 放送設備等の適切な維持管理に努める。 

・ 災害時の情報発信について、放送事業者と連携しながら適切な運用を図る。 

【災害時応援協定等の締結】 

・ 連携強化に努めるとともに、対応力の向上を図る。 

【避難所の維持管理】 

・ 避難所に指定している公共施設について計画的な維持修繕を行う。 

・ 必要に応じて避難所の見直しを行う。 

【避難所の備蓄・設備強化】 

・ 備蓄食料や設備等を計画的に配備する。 

【感染症対策における健康管理の強化】 

・ 避難所において被災者の健康チェックを行う。 

・ 感染症が疑われる場合は、速やかに受診させるとともに、必要に応じて隔離するな

ど感染拡大に努める。 

【感染症対策におけるマスクや消毒薬等の備蓄】 

・ 手洗い等衛生管理の普及啓発を行うとともに、マスクや消毒液等の衛生資材の確保

を図る。 

【物資調達協定等の締結】 

・ 社会状況の変化も踏まえながら、事業者と連携を深める。 

【消防・救急体制の強化】 

・ 消防車両、資機材及び消防屯所の計画的な更新・整備に努める。 

・ 実践的な訓練等を実施し、消防団員の災害対応力の向上を図る。 

・ 医療機関等を含めた、消防・救急・救助の体制強化を図る。 

・ 防火水槽や消火栓などの消防水利の整備等を推進し、消防力の向上を図る。 

・ 消防庁舎の定期的な点検と適切な修繕や維持管理に努める。 

・ 消防屯所の定期的な点検と適切な修繕や維持管理に努める。 

【医療・保健・福祉の連携強化】 

・ 関係機関が平時から情報共有を図り、地域災害医療体制の確立に向けた検討を進め

る。 

【職員の時差出勤・交替勤務】 

・ 感染症が発生した際に、職員の交替勤務等を行い、職員間での感染拡大を防止する。 
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個別施策分野２ 市民生活分野（教育、住宅、保健・福祉、医療等） 

【住宅の耐震化】 

・ 住宅の耐震化を進める。 

【省エネルギー住宅の普及・推進】 

・ エネルギーコストや環境負荷の低減に資する住宅整備の普及を図る。 

【コンパクトシティの形成】 

・ 都市防災・利便向上を考慮し策定する立地適正化計画に基づき、緩やかに都市機能

の集積を図る。 

【学校の耐震化】 

・ 校舎、屋内運動場耐震化を進める。 

【空き家等対策の推進】 

・ 空き家の適正管理や移住定住施策など、総合的な対策を進める。 

【医療体制の強化】 

・ 災害時における医療救護活動を迅速かつ適切に行うため、関係機関と密接な連携を

図る。 

【広域医療体制の構築】 

・ 経済圏・生活圏も踏まえ、隣接市町との医療連携に努める。 

【医療・保健・福祉の連携強化：行政機能・情報通信分野から再掲】 

・ 関係機関が平時から情報共有を図り、地域災害医療体制の確立に向けた検討を進め

る。 

【健康診断・指導体制の充実】 

・ 保健師等による巡回相談、訪問指導、健康教育及び健康診断等の実施体制を整備す

る。 

・ 人材の育成を行い、こころの健康相談の実施体制を確保する。 

【性別・性差・性指向（ＬＧＢＴ）に配慮した支援】 

・ 性別・性差・性指向（ＬＧＢＴ）についての理解を深め相互に尊重する意識啓発に取

り組む。 

・ 相談体制の充実を図る。 

【都市機能寸断時のバックアップ体制構築】 

・ 都市機能が寸断したケースを想定し、医療体制を構築する。 

【再生可能エネルギーの導入促進】 

・ 施設や地域特性に応じた再生可能エネルギーの普及・導入を進める。 

【廃棄物処理・障害物除去計画推進の体制整備】 

・ 地域防災計画の「廃棄物処理・障害物除去計画」を実行するための体制を構築する。 
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【子育て支援の充実】 

・ 認定こども園、保育所、小学校等の連携を強化し、保護者が相談できる体制整備を図

る。 

【芸術文化の振興とスポーツの推進】 

・ 芸術、文化及びスポーツの振興を進める。 

個別施策分野３ 産業・経済分野（農林、商工、労政等） 

【農地整備の促進】 

・ 耕作放棄地等の荒廃農地の増加を防ぐ。 

・ 農地整備を促進する。 

【農林業生産施設の耐震化】 

・ 農林業生産施設の耐震化を進める。 

【農林業の後継者等の育成】 

・ 後継者の確保・育成や中心経営体の育成を進める。 

・ 担い手への集約化など、災害発生後も農林業が継続する体制を確立させる。 

【ため池整備の促進】 

・ 県による個別適性診断を実施する。 

・ 防災重点農業用ため池の整備を促進する。 

【治山事業の促進】 

・ 造林や間伐を進める。 

・ 予防治山、地すべり防止などの事業を促進する。 

【都市部との連携】 

・ 都市部への影響が懸念される災害リスク軽減のため、都市部近傍の農業生産活動を

支援し、良好な自然環境を維持する。 

【企業等における業務継続体制の強化】 

・ 市内企業等のＢＣＰ（業務継続計画）の策定の促進。 

【労働力の確保と人材育成】 

・ 求人企業と求職者のマッチング機能を高める。 

・ 女性や高齢者、障がい者が活躍できる、雇用を推進する。 

個別施策分野４ 社会基盤分野（都市基盤、ライフライン等） 

【道路・橋梁等の適切な管理】 

・ 計画的な維持修繕や改修を進める。 

【大規模盛土造成地マップの活用】 

・ 大規模盛土造成地を周知することにより、民間主体による日常点検等を促す。 
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【都市防災機能の向上】 

・ 市街地で想定される災害に対する防災減災への対策を総合的に検討し、都市部の防

災機能の向上に努める。 

【土砂災害危険箇所等の周知・解消】 

・ 土砂災害危険箇所等を住民に周知することにより、早期の避難を促す。 

・ 適切な土地利用の誘導、危険箇所の対策工事などを進める。 

・ 住宅・建築物安全ストック形成事業（がけ地近接等危険住宅移転事業）などにより、

危険住宅の移転を進める。 

【除雪体制の強化】 

・ 住民との協力体制の構築や、業務委託内容の改善などで、体制強化を図る。 

【交通対策の強化】 

・ 交通機能と住民生活を維持するための取り組みを進める。 

【交通ネットワークの形成】 

・ 災害時において公共交通の運行情報を速やかに利用者に提供するための体制を整備

する。 

・ 運行ルート上の被災状況を運行事業者に速やかに伝えるための体制を整備する。 

【公共交通体制の強化】 

・ 災害時の運行状況を早期に利用者へ提供するための体制を整備する。 

・ 運行の可否を速やかに行い、危険な運行を行わないよう留意する。 

・ 路線バス事業者だけに限定せず、他事業者等も含めた体制整備を進める。 

【幹線道路整備の促進】 

・ 計画的な整備を進める。 

・ 構造物や電柱等が災害時に物流を妨げないよう配慮する。 

【道路ネットワークの構築】 

・ 計画的な整備及び改良を進める。 

・ アクセス道路の複数化など、道路ネットワークを整備する。 

【ヘリ発着所の確保】 

・ ヘリコプターによる救助に備え、発着場所の確保を進める。 

・ 定期的な調査及び補修を含めた維持管理を進める。 

【上下水道施設の維持】 

・ 適切な維持管理を行うとともに、計画的な改修を進める。 

【し尿処理体制の強化・連携】 

・ 業者等との連携を図り、被災地域での衛生環境の確保を図る。 

 



 

 

「強さとしなやかさ」を備えた奥州市へ   

39 

横断的分野１ 協働分野（人材育成、防災意識等） 

【地域支援体制の強化】 

・ 要配慮者の受け入れ可能人数を増やす。 

・ 福祉避難所の体制整備を進める。 

・ 関係機関と連携を強化し課題の共有などに努める。 

【避難行動要支援者の個別計画の策定】 

・ 避難行動要支援者について実態把握に努める。 

【自主防災組織の育成・強化】 

・ 自主防災組織の支援に取り組む。 

・ 市全体の防災体制の強化を図る。 

・ 避難地等となる公園・緑地・広場の活用について啓発する。 

【ハザードマップの活用】 

・ 「奥州市ハザードマップ」の周知及び活用について啓発する。 

【防災教育の推進】 

・ 学校・家庭・地域等が連携した防災教育を進める。 

・ 授業時間以外の避難訓練を実施する。 

・ 過去の経験を風化させないよう、「復興教育」の充実を図る。 

【防災訓練の実施】 

・ あらゆる事態を想定し、防災訓練の充実を図る。 

【応急手当講習会等の開催】 

・ 講習会等の開催により、普及・啓発に取り組む。 

【ボランティア受入態勢の整備】 

・ 奥州市社会福祉協議会等との連携を強化し、あらかじめボランティアの受入体制を

整備する。 

・ 被災者の需要を調整できる体制整備を進める。 

【地域コミュニティの再構築】 

 振興会や自治会単位での復旧・復興に携わる人材不足を相互に補う体制等を確立する。 

横断的分野２ 老朽化対策分野（公共施設、社会基盤等） 

【公営住宅の老朽化対策】 

・ 適切な維持管理に努め、公営住宅等長寿命化計画を基に、改修・建替を進める。 

・ 適切な戸数や配置等について検討する。 

【道路・橋梁・公園等の適切な管理：社会基盤分野から再掲】 

・ 計画的な維持修繕や改修を進める。 

【上下水道施設の維持対策】 
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・ 適切な維持管理を行うとともに、計画的な改修を進める。 

【国・県管理河川改修の促進】 

・ 早期の事業完了を国、県に働きかける。 

 

３ 重点施策 

(1) 施策の重点化 

脆弱性評価結果に基づく対応方策として掲げた施策のうちから、計画期間内に優先

して取り組む施策を「重点施策」として選定し、総合計画と調和を図るとともに、施

策の進捗状況等を客観的に把握するために重要業績評価指標（ＫＰＩ）を設定して進

捗管理を行っていくものとします。 

なお、本計画の重要業績評価指標（ＫＰＩ）については、令和３年度までの総合計

画前期計画の指標を用いているため、令和３年度に予定している後期計画策定に合わ

せて、令和８年度までの重要業績評価指標（ＫＰＩ）を改めて設定します。 

(2) 重点施策の選定 

 影響の大きさ、緊急度、進捗状況、平時の活用等の視点から、事前に備えるべき目

標、「起きてはならない最悪の事態」ごとにまとめた重点施策は下記のとおりです。 

 

目標１ 大規模自然災害等が発生したときでも人命の保護が最大限図られる。 

① 地震等による建物・交通施設等の複合的・大規模倒壊や住宅密集地における火

災による死傷者の発生を防ぐため、住宅や公共施設等の耐震化を進めます。 

・ 住宅の耐震化推進に向けて、普及啓発や必要な支援を行うとともに、住宅用

火災警報器設置に向けた普及啓発に取り組みます。 

・ 学校や公共施設の長寿命化を進めるとともに、必要な維持管理を徹底しま

す。 

・ 大規模盛土造成地の安全性の評価を進めます。 

② 異常気象等による広域かつ長期的な市街地等の浸水を防ぐため、農地・ため池

整備や治水対策を推進します。 

 ・ 洪水調節機能を重視し、農地・ため池整備を促進します。 

 ・ 国・県管理河川の改修が進められていますが、引き続き市管理河川も治水対

策について関係機関と連携して改修及び老朽化対策を計画的に推進します。 

③ 大規模な土砂災害等による多数の死傷者の発生を回避するため、ハザードマッ

プを活用するとともに、国や県と連携を図りながら土砂災害を防ぐため必要な対

策を進めます。 

 ・ ハザードマップの周知徹底を図ります。 
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 ・ 土砂災害危険箇所の解消に向け、必要な事業を促進します。 

 ・ 大規模盛土造成地マップの周知及び活用を図ります。 

④ 暴風雪及び豪雪による交通途絶に伴う死傷者の発生を防ぐため、道路除雪等の

冬期における円滑な交通確保を図ります。 

 ・ 冬期における円滑な交通確保を図るため、オペレーターの育成を図りつつ、

計画的な除雪機械の更新を行います。 

⑤ 情報伝達の不備等による避難行動の遅れ等で多数の死傷者の発生させないた

め、多様な情報伝達・情報収集手段の構築に努めます。また、自助・共助の観点

から自主防災組織の活動強化を図ります。 

 ・ 防災行政無線、緊急告知ラジオ、全国瞬時警報システム（Ｊアラート）、エ

リアメール及び緊急速報メール、ＳＮＳ、コミュニティエフエム等、情報伝達

体制の強化を引き続き図ります。 

 ・ 自主防災組織の組織力強化を図ります。 

 

【重要業績評価指標（ＫＰＩ）】 

ＫＰＩ 単位 
現状 

(2018年度) 

将来 

(2021年度) 
目標設定の考え方 

幼稚園施設の耐震化実施率 

（Is＝0.7未満） 
％ 73.3 100 100％を目指します。 

小学校校舎の耐震化実施率 

（Is＝0.7未満） 
％ 96.3 100 100％を目指します。 

中学校校舎の耐震化実施率 

（Is＝0.7未満） 
％ 90.0 100 100％を目指します。 

住宅などの耐震化 ％ 76.3 85.0 
奥州市耐震改修促進計

画に基づく目標値。 

基盤整備率 ％ 47.1 49.0 

基盤整備の成果を毎年

検証し、増加を目指しま

す。 

森林整備実施面積 ha 242 362 

毎年一定の整備面積を

維持することを目指し

ます。 

消防団員数 人 1,801 1,900 
消防団員定数（1,900人）

を目指します。 
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 緊急告知ラジオとは、災害時に地域エフエム局が出す特別な電波信号により自動的にスイッ

チが入り、放送される緊急情報を伝えるシステム、又はその受信機のことです。 

 

 

 全国瞬時警報システム（Jアラート）とは、緊急地震速報や弾道ミサイル情報など、対処に時

間的余裕のない事態に関する緊急情報を、人工衛星を用いて国（内閣官房・気象庁および消防

庁）から直接、地方自治体や関連機関に瞬時に伝達することを目的としたシステムで、奥州市に

おいても既に整備されています。 

 

 

 気象庁が配信する緊急地震速報や津波警報、国や地方公共団体が配信する災害・避難情報を、

特定地域内すべての携帯電話やスマートフォン端末に対し送信するメールのことをいいます。 

 

 

 SNSは、ソーシャルネットワーキングサービス（Social Networking Service）の略で、個人間

のコミュニケーションを促進し、社会的なネットワークの構築を支援するインターネットを利

用したサービスのことです。 

 

目標２ 
大規模自然災害等の発生直後から救助・救急、医療活動等が迅速に行

われる。 

① 被災地域での食料・飲料水等、生命に関わる物資供給の長期停止を防ぐため、

必要な物資の備蓄を進めるとともに、民間事業者や関係団体と協定を締結するな

ど、円滑な物資調達に努めます。また、物流を担う道路の整備及び維持管理を進

めます。 

 ・ 物資の備蓄を進めます。 

・ 県内の自治体、広域圏、民間事業者及び関係団体と応援協定や物資提供協定

を締結し、災害時における円滑な物資の調達を図ります。 

・ 災害時に物流を妨げないよう、道路整備及びその維持管理を図ります。 

② 多数かつ長期にわたる孤立集落等の同時発生を防ぐため、道路整備やその維持

管理等必要な防災対策を進めます。 

 ・ 交通が途絶しないよう、道路整備やその維持管理に努めます。 

 ・ 孤立想定地区や災害危険個所等を把握し、被害の低減を図ります。 

③ 消防・医療施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ルートの途絶による医療

機能の麻痺を防ぐため、消防・救急体制の強化を図るとともに、広域医療体制も

用語解説☞緊急告知ラジオ 

用語解説☞全国瞬時警報システム（Ｊアラート） 

用語解説☞ＳＮＳ 

用語解説☞エリアメール及び緊急速報メール 






























































































































































































